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はじめに 

 

【改定の趣旨】 

 

兵庫県では、総合治水条例（平成 24 年 4 月 1 日施行）に基づき、局地的豪雨など

による浸水被害を軽減する｢総合治水｣に、県民総意で取り組んでいます。総合治水

とは、｢河川下水道対策｣に加えて、河川や水路への雨水の流出を抑制するための｢流

域対策｣、河川等から洪水が溢れた場合でも被害を軽減するための｢減災対策｣を組み

合わせた取組です。 

 

一方、地球温暖化等の気候変動の影響により、全国各地で毎年のように豪雨災害

による被害がもたらされており、今後、更なる災害の激甚化、頻発化が予測される

中、更なる「総合治水」の推進が求められています。 

市川流域圏では、平成 26 年 3 月に「中播磨（市川流域圏）地域総合治水推進計画」

を策定し、計画にもとづく取組を進めてきました。この度、計画策定から 10 年を迎

えるにあたり、これまでの実績、課題を整理するとともに、総合治水をより一層推

進するべく計画を改定します。 

 なお、本計画は「躍動する兵庫」の実現に向け、「ひょうごビジョン 2050」に描

く「活動を支える確かな基盤」をめざした総合治水を推進するための計画とします。 
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1．計画地域の概要 

1-1．計画地域の概要 

中播磨地域（市川

流域圏）（以下、「計

画地域」という）は、

天川流域、西浜川流

域、八家川流域、市

川流域、野田川流域、

船場川流域、夢前川

流域、汐入川流域、

大津茂川流域等で

構成され、主に姫路

市、高砂市、朝来市、

市川町、福崎町、太

子町、神河町の３市

４町にまたがる地

域であり、総人口約

59.4 万人（令和 2年

現在）、面積は、約

884km2 で県土全体

の 10.5%を占めてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画対象河川一覧 
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計画地域区域図 
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1-2．計画地域の課題 

（1）河川下水道対策 

・河川下水道対策は、県の河川整備計画や市町の下水道計画等に基づいて着実に

進めており、今後も計画的に整備を進める必要がある。 

・近年、開発や都市化の進行、局地的豪雨の多頻度化により、ハード対策だけで

は対応が困難となっている。 

・河川管理施設等の老朽化が進行しており、計画的に修繕・更新を進める必要が

ある。 

・河川整備による治水効果を維持するため、河道内の維持管理を適切に行う必要

がある。 

 

（2）流域対策 

・中播磨地域は山林が多くを占める北部と農地や市街地が多くを占める南部で地

形特性が異なるため、北部では山間地における対策、南部では市街地における

対策が求められている。 

・公共施設の改修や新設計画がある箇所では、流域対策を合わせて実施するなど

の工夫に努める必要がある。 

・手入れ不足等により森林が有する保水力の低下に留意する必要がある。 

 

（3）減災対策 

・県管理河川の想定最大規模の降雨に係る浸水想定区域図について平成 29 年度

から県で順次作成を進め、市町ではハザードマップは完成しているため、浸水

情報等の周知・普及に努める必要がある。 

・ハザードマップ等を踏まえ電気設備等の高所設置等、今後も継続的に取組む必

要がある。 

・進展する DX を活用し、防災情報（ハザードマップ、防災マップ、避難情報）提

供など、より分かりやすい情報発信に努める必要がある。 

・各家庭で実施できる浸水対策技術の活用や新しい防災技術の導入に留意する必

要がある。 
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2．総合治水の基本的な目標 

 

2-1．計画地域 

計画の地域は、姫路市、高砂市、朝来市、市川町、福崎町、太子町、神河町に

またがる天川流域、西浜川流域、八家川流域、市川流域、野田川流域、船場川流

域、夢前川流域、汐入川流域、大津茂川流域及びその他海域への直接放流域とす

る。 

 

2-2．計画期間 

計画の期間は、概ね 10 年間とする。 

総合治水は、浸水被害軽減を目指して、多様な主体が連携して、多岐にわたる

取組を継続するものであることから、概ね 10 年後を見据えて、共通の認識を持っ

て取り組むこととする。 

なお、本計画に位置付ける取組は、策定（見直し）時点で関係者間の調整が整

っているなど記述可能なものに限られており、総合治水を推進していくためには、

各主体が計画期間に推進する取り組みを充実させる必要がある。 

このため、本計画については、取組の進捗状況や災害の発生状況、社会情勢の

変化等を勘案して、適宜見直すこととする。 

 

2-3．基本目標 

計画地域では、人的被害の回避又は軽減並びに県民生活及び社会経済活動への

深刻なダメージを回避するため、下記の対策を組み合わせた「総合治水」を推進

する。 

 

■ ながす：河川下水道対策 

県及び市町は、策定から概ね 30 年の計画期間の河川整備計画 1）に位置付けら

れた計画に対して、本計画の計画期間で実施し得る整備を着実に進めることを目

標として、河道改修や洪水調節施設の整備を行うとともに、適切な維持管理とし

て、緊急的な対策や修繕工事を適宜実施する。 

市町は、それぞれの下水道計画に基づき、本計画の計画期間で実施し得る整備

を着実に進めることを目標として、下水道整備を行うとともに、適切な維持管理

を行う。 
 

 

 

 

 

1)河川整備計画：河川の整備が河川整備基本方針に沿って計画的に行われることとなる河川の区間

について、地方公共団体や地域住民の意見を反映し、概ね 20～30 年の間に実施する河川工事、河

川の維持の両面にわたり河川整備の全体像を定めるもの。 
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■ ためる：雨水を一時的に貯留・地下に浸透させる流域対策 

県、市町及び県民は、河川、下水道や水路等への雨水の流出を抑制し、溢水等

による浸水被害を軽減することを目標として、浸水被害が頻発している地域を中

心に、計画地域内のそれぞれの地域に応じた流域対策を実施する。 

流域対策の実施にあたっては、森林整備、ため池貯留、調整池整備等、各地区

において、地域特性に応じた取組を住民、施設管理者、行政が連携して進めると

ともに、それぞれが実施可能な対策を積み上げていくことで、さらなる対策の拡

大を図る。 

 

■ そなえる：浸水した場合の被害を軽減する減災対策 

河川下水道対策と流域対策を講じても計画規模を上回る洪水や整備途上での施

設能力を上回る洪水により、甚大な浸水被害が発生することも想定される。この

ため、人的被害の回避を最優先とし、県民生活や社会経済活動への深刻なダメー

ジを回避・軽減することを目標として、避難対策に重点的に取り組むとともに、

建物の耐水化など被害を小さくする取り組みや、被災しても県民生活等が早期に

再建する取り組みを進める。 
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3．総合治水の推進に関する基本的な方針 

3-1．全般 

県及び市町は、河川下水道対策を実施することはもちろんであるが、互いに連

携して県民に啓発しながら、県民と協力して河川下水道対策、流域対策、減災対

策を推進する。 

 

○ 県の責務 ····· 総合治水に関する総合的・計画的な施策の策定・実施 

○ 市・町の責務 · 各地域の特性を生かした施策の策定・実施 

○ 県民の責務 ··· 雨水の流出抑制と浸水発生への備え 

行政が実施する総合治水に関する施策への協力 

 

3-2．河川下水道対策 

二級河川を管理する県と、内水対策を所管する市町が連携し、適切な役割分担

のもと、河川・下水道の整備を計画的に進める。これらの整備による治水効果を

維持するため、河川管理施設の老朽化対策を計画的に進めるとともに、堆積土砂

の撤去や樹木伐採等の適切な維持管理を行う。 

 

 

 
 

河川下水道対策の実施内容 

  

河
川
下
水
道
対
策 

河川の整備及び維持 

下水道の整備及び維持 

２ 洪水調節施設 

１ 河道対策 （第 8 条・第 53 条） 

（第 9 条・第 54 条） 

総合治水条例 
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（1）河川対策 

県は、河川整備計画に基づき、河川の整備及び維持管理を行う。 

河川整備は、これまでの洪水被害等の各河川の特性を踏まえ、計画規模の洪水

を安全に流下させることを目標として、下表に示す築堤、河床掘削等の整備内容

のうち、本計画期間内で実施し得る整備を着実に実施する。また、局所的なボト

ルネック箇所についても上下流バランスに配慮しながら、適切な対策に努める。 

河川の維持管理は、河川の特性、整備の段階を考慮し、洪水等による災害の防

止・軽減、河川の適正な利用及び河川環境の整備と保全といった治水・利水・環

境の視点から調和がとれ、その機能が十分に発揮できるよう、関係機関と調整を

図り、適切に行う。また、市町が管理する河川等についても、同様に適切な維持

管理を行う。 

河川整備計画に位置付けられた今後の河川対策 

水系名 策定年月 整備期間 河川名 内容 
延長 

(m) 

八家川 

水系 
平成 24 年 7 月 概ね 30 年 八家川 

築堤、護岸整備、河床掘削、 

橋梁架替（6橋） 
3,200  

防潮水門、ポンプ場の整備、 

洪水調整施設の整備 
― 

市川 

水系 
平成 22 年 3 月 

概ね 30 年 市川 
築堤、護岸整備、河床掘削、JR

橋梁基礎補強、堰改築（2 基） 
5,100 

概ね 30 年 振古川 築堤、河道拡幅、河床掘削 2,000 

野田川 

水系 
平成 17 年 6 月 概ね 30 年 野田川 排水機場ポンプ増設（1台） ― 

船場川 

水系 
平成 22 年 2 月 概ね 30 年 船場川 

築堤、護岸、河床掘削、橋梁架

替（9 橋）、堰改築（2 基） 
2,080  

洪水調節施設の整備 ― 

夢前川 

水系 
平成 26 年 10 月 

概ね 30 年 夢前川 
河床掘削、護岸、橋梁架替、 

堰改築 等 
5,300 

概ね 30 年 菅生川 
河床掘削、河道拡幅、護岸、 

堰改築 
4,300 

概ね 30 年 水尾川 河床掘削、護岸、捷水路 等 3,500 

概ね 30 年 大井川 河床掘削、河道拡幅、護岸 等 1,200 
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（2）下水道対策 

市町は、それぞれの下水道計画に基づき、年超過確率 1/5～1/10 の規模の降雨

に対して浸水が発生しないように計画的な整備を行う。 

また、その機能が十分に発揮できるよう、維持管理を行う。 

 

下水道（雨水）事業の概要 

県・市 下水道の種別 計画降雨 

姫路市 姫路市公共下水道 
49.5mm/hr 

（年超過確率 1/10） 

福崎町 福崎町公共下水道 
46.0mm/hr 

（年超過確率 1/7） 

高砂市 高砂市公共下水道 
42.6mm/hr 

（年超過確率 1/7） 

太子町 太子町公共下水道 
42.8mm/hr 

（年超過確率 1/5） 

注：朝来市、神河町、市川町には、下水道（雨水）事業は計画されていない。 
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3-3．流域対策 

計画地域北部では山地、計画地域中部では水田や農地が大部分を占めている一

方で、計画地域南部では臨海部が播磨工業地帯を形成する等、市街地が広がって

いるため、各市町の課題、特性および状況に応じて、取組を進める。 

取組にあたっては、流出抑制機能の高い森林や農地の保全を図るとともに、た

め池や水田、学校や公園等の地域資源の有効活用などにより浸水被害の軽減や、

河川や下水道等への雨水の流出を抑制する。 

計画地域北部では、特に、緊急防災林整備、里山防災林整備、針葉樹と広葉樹

の混交林整備を継続し、土砂流出の抑制や水源涵養機能等、山地での保水機能の

向上を図る。 

計画地域中部では、特に、ため池での洪水吐や取水施設の改良や事前放流、関

連施設の維持管理、水田への雨水貯留用せき板設置等により、雨水貯留浸透機能

の向上を図る。 

計画地域南部では、特に、官公庁、大規模公共施設等の駐車場や学校の校庭等

において、貯留機能の確保に努めるとともに、透水性舗装や浸透側溝の整備等の

浸透対策を推進する。 

 

 
流域対策の実施内容  

流
域
対
策 

調整池の設置及び保全 

３ ため池 

１ 校庭・公園・駐

車場その他広い土

地 

土地等の雨水貯留浸透機能 

貯水施設の雨水貯留容量の確保 

ポンプ施設との調整 

遊水機能の維持 

４ 水田 

５ 住宅、店舗その

他の小規模な建物

又は工作物 
森林の整備及び保全 

第 1 節（第 10 条～第 20 条） 

第 2 節（第 21 条～第 25 条） 

第 3 節（第 26 条～第 30 条） 

第 4 節（第 31 条～第 35 条） 

第 5 節（第 36 条） 

第 6 節（第 37 条） 

総合治水条例 

２ 庁舎・病院・体

育館その他大規模

な建物又は工作物 
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3-4．減災対策 

県、市町及び県民は、平常時から水害リスクを十分認識し、迅速・円滑な情報

伝達・避難体制を整備することや社会情勢の変化に対応し、進展する DX を活用す

ることが重要である。また、災害時要援護者の避難が円滑に行える体制づくりが

必要である。 

これらを踏まえた上で、人命を守ることを第一に考え、避難対策に重点的に取

り組むことと合わせ、水害が発生した場合でも被害を小さくする対策、被災して

も速やかに再建できる対策を進める。なお、これにあたって、各家庭で実施でき

る浸水対策技術の活用や新しい防災技術の導入に留意する。 

上記の対策は、各市町がそれぞれの地域特性に応じて取り組まれているため、

これら取組の情報共有を図り、県、各市町や県民の今後の効果的な取組につなが

るよう努める。 

なお、避難対策等については、災害対策基本法に基づき各市町が定める地域防

災計画に具体的に記載されるが、本推進計画で記載する内容と整合し、かつ連動

する必要があるため、必要に応じ、地域の防災計画の追記・修正を行う。 

 

 

 

減災対策の実施内容 

  

 

減
災
対
策 

浸水が想定される区域の指定 

総合治水条例 

（第 38 条） 

県民の情報の把握 （第 39 条） 

（第 40 条） 

（第 41 条） 

（第 50 条） 

（第 42 条） 

（第 43 条） 

（第44条～第48条） 

（第 49 条） 

浸水による被害の軽減に関する学習 

浸水による被害の軽減のための体制の整備   

訓練の実施 

浸水による被害の発生に係る情報の伝達 

建物等の耐水機能 

集落の浸水による被害の防止 

浸水による被害からの早期の生活の再建 
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3-5．特定都市河川の指定による総合的な浸水被害対策の推進 

気候変動の影響による水害の激甚化・頻発化に対応し、流域の関係者が協働し

た取組の実効性を高めるため、令和 3 年 5 月に、「特定都市河川浸水被害対策法」

が改正された。 

兵庫県では、国・県・市町・企業・県民等のあらゆる関係者の協働による水害

リスクを踏まえたまちづくり、流域における貯留・浸透機能の向上等を推進して

おり、本計画地域の水尾川を対象に指定に向けた検討を進めている。 
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コラム：特定都市河川浸水被害対策法の概要 

出典：国土交通省ホームページ 
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4．河川下水道対策 

4-1．河川の整備及び維持 

県は、管理する河川について、河川整備計画に位置付けられた計画規模の洪水

を安全に流下させることを目標として、河道改修や洪水調節施設の整備を行う。

また、河川整備を実施するとともに、老朽化対策や必要に応じた堆積土砂の撤去

により洪水が安全に流下できるようにするなど、洪水時に河川管理施設が十分に

機能するように適切な維持管理を行う。 

また、市町は、それぞれが管理する準用河川や普通河川等の整備及び維持を行

う。 

河川整備計画に位置付けられた今後の河川対策 

水系名 河川名 計画規模 施工区間 
延長 

(m) 
施工の内容 

位置

番号 

八家川

水系 
八家川 

姫路観測所における観測史上最大の昭和 40

年 9 月台風 23 号洪水に概ね相当する年超過

確率 1/20 の規模の洪水を安全に流下させる

ことを目標とする。 

防潮水門～三ツ橋 300 河床掘削 ① 

三ツ橋～ 

姫路バイパス 
2,500 

築堤、河床掘削、護岸整

備、橋梁架替(6 橋) 
② 

明田川合流点～ 

姫路バイパス 
－ 洪水調節施設の整備 ③ 

市川 

水系 
市川 

概ね相当する年超過確率 1/30 の規模の洪水

を安全に流下させることを目標とする。 

高木橋付近～ 

生野橋付近区間 
3,000 

築堤、河床掘削、堰改築

（花田堰、飾磨井堰） 
④ 

江鮒井堰上流 900 築堤 ⑤ 

船場川

水系 
船場川 

都市河川改修事業を継続していることか

ら、これを踏襲し、年超過確率 1/30 の規模

の洪水を流下させることを目標とする。 

飯田橋～生矢橋 800 
築堤、護岸、河床掘削、

橋梁架替(5 橋)等 
⑥ 

平成 16 年 10 月台風 23 号洪水を安全に流下

させ、かつ上下流バランスを保つため、年

超過確率 1/15 の規模の洪水を流下させるこ

とを目標とする。 

生矢橋～JR 山陽

本線船場川橋梁 
1,280 

築堤、護岸、河床掘削、

井堰改築(2 基)、橋梁架

替(4 橋)等 

⑦ 

夢前川

水系 

夢前川 戦後最大洪水である昭和 51 年 9 月洪水に概

ね相当する年超過確率 1/30 の規模の洪水を

流下させることを目標とする。 

郷内井堰～山富橋 1,100 
河床掘削、護岸、橋梁架

け替え、堰改築 等 
⑧ 

山富井堰付近～ 

宮置橋上流付近 
2,500 

河床掘削、護岸、堰改築 

等 
⑨ 

糸田橋下流 600 
河床掘削、護岸、堰改築 

等 
⑩ 

菅生川 新在家橋～護塚橋 4,300 
河床掘削、河道拡幅、護

岸、堰改築 等 
⑪ 

水尾川 

夢前川の京見橋より下流では概ね河川整備

基本方針に相当する改修が完了しており、

河川改修を継続していることから、これを

踏襲し、年超過確率 1/100 の規模の洪水を

流下させることを目標とする。 

夢前川合流点～ 

今在家東大橋 
2,200 河床掘削、護岸 等 ⑫ 

下水道雨水排水計画と整合を図り、年超過

確率 1/20 の規模の洪水を流下させることを

目標とする。 

辻井川合流点～ 

法河川上流端 
1,300 捷水路等 ⑬ 

大井川 

夢前川の京見橋より下流では概ね河川整備

基本方針に相当する改修が完了しており、

河川改修を継続していることから、これを

踏襲し、年超過確率 1/50 の規模の洪水を流

下させることを目標とする。 

山陽新幹線～ 

国道２号 
1,200 

河床掘削、河道拡幅、護

岸 等 
⑭ 
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河川対策位置図 

  

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 
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（1）河川整備計画等に基づく計画的な取組 

【市川水系】 

市川流域では、目標流量を安全に流下させることを目標に、現地の状況に応じ

て築堤、河道拡幅及び河床掘削によって河積の増大を図る。 

なお、築堤河川となっており氾濫により姫路市中心市街地が浸水すると予想さ

れる河口から生野橋の区間を優先的に整備して、沿川住民の貴重な生命と財産を

守る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【船場川水系】 

船場川流域では、目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅及び河床掘削に

よる河積の増大により洪水被害の軽減を図る。また、JR 山陽本線から上流におい

ては、狭窄部の解消に努める。 

 
船場川整備横断イメージ 

  

市川整備横断イメージ 
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コラム：船場川洪水調節池の整備効果 

事業効果 

貯留実績 

事業概要 

洪水貯留のイメージ 大雨時に船場川の洪水を貯留するとき 

洪水調節池下流地点における水位低下のイメージ 

令和 6 年 11 月 2 日の貯留状況 

 近年、床上浸水 12 戸、床下浸水 167 戸の浸水被害が発生した平成 16 年台風

第 23 号と同等の降雨による浸水を軽減 

 浸水被害を軽減するため、姫路競

馬場に洪水調節池を整備（平成 30

年6月より貯留機能を供用開始）、

貯留容量 12 万 m3 

浸水被害のあった

平成 16 年台風第

23 号と同等の降

雨に対して、水位

を約 0.8m 低下さ

せる。 

令和 6年 11 月 2日の

出水で初めて、船場

川の洪水を貯留 

・船場川からの流入

時間：1 時間 1 分 

(13：08～14：09) 

・貯留量：440m3 

・最大水深：0.55m 

・水位低下効果：1cm

（分水施設箇所） 

常時 

洪水時 
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【八家川水系】 

八家川流域では、目標流量を安全に流下させるため、河道拡幅及び河床掘削に

よる河積の拡大、並びに洪水調節施設の整備により洪水被害の軽減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八家川洪水調節施設整備横断イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

  

八家川整備横断イメージ 
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【夢前川水系】 

夢前川流域では、目標流量を安全に流下させるため、現地の状況に応じて河床

掘削、河道拡幅等によって河積の増大を図る。 

また、水尾川の上流部では、雨水対策が十分ではなく、河道が狭小であること

から沿川では度々浸水被害が発生しており、この解消に向け、県及び市町の適切

な役割分担のもと、効率的な整備に努める。 
 

12.7km 地点（夢前川：郷内井堰～山富橋） 

 

8.9km 地点（菅生川：坪川合流地点～護塚橋） 

 
 

0.6km（水尾川：夢前川合流点～今在家東大橋） 

 

水尾川：辻井川合流点～県管理上流端 

 
 

 

夢前川水系整備横断イメージ  

現況断面 

整備後断面 

基本方針断面 

横断形は、現地精査等により必要に応じて変更する場合がある。 

山冨井堰地点改修状況 
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4-2．下水道の整備及び維持 

下水道対策は各市町の下水道計画等に基づき、以下の方針により整備を進める。 

 

下水道対策の推進に関する基本的な方針 

対象 今後の取り組み 

福崎町 

・年超過確率 1/7(46mm/h)の規模の洪水に対して浸水が生じないことを目標

に雨水対策に取り組む。 

・雨水幹線事業の早期整備等、内水対策を中心に取り組んでいく。 

姫路市 
・年超過確率 1/10(49.5mm/h)の規模の洪水に対して浸水が生じないことを目

標に雨水対策に取り組む。 

高砂市 
・年超過確率 1/7(42.6mm/h)の規模の洪水に対して浸水が生じないことを目

標に雨水対策に取り組む。 

太子町 

・年超過確率 1/5(43mm/h)の規模の洪水に対して浸水が生じないことを目標

に雨水対策に取り組む。 

・浸水被害の危険性がある地区については、既存水路の拡幅等対応可能な範

囲で浸水被害の軽減に努める。 

 

また、今後 5年間、計画地域では、以下のような整備が行われる。 

対象 今後 5 年間での主な整備内容 

福崎町 

下水道計画に基づき、下水道整備を推進する。 

・R元〜R6：直谷雨水幹線の整備 

・H25～R10：川すそ雨水幹線の整備 

姫路市 

下水道計画に基づき、下記の整備を推進する。 

・御着雨水貯留施設の整備 

・八家川第六ポンプ場などの整備 

・大日増補幹線、東辻井幹線などの整備 

高砂市 

下水道計画に基づき、天川水系における下記の整備を推進する。 

・天川ポンプ場非常発電機更新（R6～R7） 

・雨水管整備 未定 

太子町 
下水道計画に基づき、下水道整備を推進する。 

・調整池の整備 
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5．流域対策 

5-1．調整池の設置及び保全 

従来、県では、1ha 以上の開発行為を行う場合、開発による県管理河川への雨

水の流出量の増大を抑制するため、「調整池指導要領及び技術基準｣(兵庫県県土整

備部)に基づき、開発者に対して防災調整池の設置を指導してきた。 

 

（1）重要調整池 

総合治水条例では、「調整池の設置・保全」として 1ha 以上の開発行為を行う開

発者等に対し、技術的基準に適合する「重要調整池」を設置し、雨水の流出抑制

機能を維持するために適切な管理を行うことを義務づけている。（本条項は平成

25 年 4 月 1 日施行） 

調整池の管理者は、その機能維持と適正な管理を行う。 

 

（2）指定調整池の指定 

県は、重要調整池以外の調整池であって、雨水の流出を抑制する機能の維持が

特に必要と認める調整池について、所有者の理解を得ながら指定調整池に指定し

ていく。 

指定を受けた調整池の所有者等はその機能維持と適正な管理を行う。 

 

 

 

■計画地域でのこれまでの取組 

  

福崎町－福崎工業団地調整池           調整池イメージ     ・ 
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調整池設置及び保全に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

計画

地域

共通 

県 

・1ha 以上の開発に対する開発者・施設所有者への設置・管理の義務付

け（H25.4.1～）を行う。 

・雨水の流出を抑制する機能の維持が特に必要と認める調整池につい

て、所有者の同意を得た上で指定調整池として指定し、調整池の所有

者等はその機能維持と適正な管理を行う。 

市町
共通 

・1ha 以上の開発に対して、県との協議を指導する。 

朝来市 － 

神河町 － 

市川町 － 

福崎町 

・町は、福崎工業団地調整池等を所管し、草刈り、管理フェンス、設置

者看板を設置するなどの維持管理に努め、水害時には巡回による点検

を実施している。 

姫路市 

・姫路市開発事業における手続及び基準等に関する条例により、0.05ha

以上～1ha 未満の開発に対する雨水浸透施設（雨水浸透桝、透水性舗

装等）の設置指導を行っている。 

・「（仮称）道の駅姫路」において調整池を設置する。 

高砂市 
・1ha 未満の開発行為を行う開発者に対しても、開発指導の場を活用して

調整池や浸透桝の設置等、雨水流出抑制機能の確保を促している。 

太子町 － 

中播北部 

行政事務 

組合 

・市川町浅野区に神崎郡新ごみ処理施設の建設に伴い、施設地下部分に

洪水調整容量約 2,300m3の調整池を設置する。 
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5-2．土地等の雨水貯留浸透機能 

雨水貯留、地下浸透の取組は、実施箇所が多いほど流出抑制効果が高くなるた

め、県、市町及び県民自らが、浸水被害軽減の必要性を認識し、できるだけ多く

の箇所で実施することが望ましい。 

このため、県、市町及び県民は、｢雨水貯留浸透機能に係る指針｣(平成 24 年 11

月,兵庫県)を参考として、自然豊かな計画地域の森林・水田・ため池など地域に

備わっている雨水貯留浸透機能を保全、活用するとともに、学校・公園等を活用

し、雨水貯留浸透機能の整備に努める。 

 

（1）校庭、公園、駐車場その他広い土地を利用した施設 

校庭、公園、駐車場その他の広い土地は、比較的、人が集まる場所に立地して

いるが、その規模の大きさから、貯留による流出抑制効果が期待できる。 

これら施設は、住民等が利用していることから、計画地域の市町等と連携して、

雨水貯留の必要性や安全性の確保も含めた利用上の影響について、住民の理解と

協力を得て流域対策を推進する。 
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① 雨水貯留浸透機能の備え 

校庭、公園、駐車場その他の広い土地の所有者等は、総合治水条例の基本理念

に基づき、流出防止壁の設置又は地盤の掘り下げによる貯留機能の確保や駐車場

等における透水性舗装や浸透側溝の整備等による浸透機能の向上に努める。 

県及び市町は、自らが管理する学校・公園等の公共施設等を利用した貯留施設

の整備に努める。 

また、雨水貯留浸透施設の整備者と施設管理者が異なる場合は、管理協定を締

結する等により適正な管理に努め、将来に渡る維持管理に努める。 

 

 

校庭貯留のイメージ 

 

公園貯留イメージ 

 

② 施設の指定 

県は、その施設の規模や浸水被害の発生状況、推進協議会の協議内容等から、

雨水貯留浸透機能が特に必要と認める土地を、所有者等の同意を得た上で、指定

雨水貯留浸透施設に指定（条例第 22 条）する。 

公共施設の新築、改築時には、透水性舗装の拡大や地下浸透施設設置に努め、

「指定雨水貯留浸透施設」として指定することを原則とする。 

指定雨水貯留浸透施設の所有者等は、雨水貯留浸透機能を維持する。 

 

③ 維持管理 

雨水貯留浸透機能を現に有する、または、新たに備えた土地の所有者等は、そ

の雨水貯留浸透機能の維持管理に努める。 
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■計画地域でのこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立大学姫路新在家キャンパスの整備断面イメージ図 

 

  

校舎 

放流孔を絞って流出を抑制 

側溝 

道路側溝 
から河川へ 

雨水を校庭に一時貯留 
周囲小堤 

高砂市立阿弥陀小学校 県立大学姫路新在家キャンパス 

 
雨水を校庭に 

一時貯留 

福崎高校 姫路市立広嶺中学校 
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学校・公園、その他の広い土地を利用した施設での雨水貯留浸透に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

県 

・自らが管理する学校・公園・道路等の公共施設等を利用した貯留浸透

施設の整備に努める。 

・当該貯留施設の整備者と施設管理者とが管理協定を締結する等により

適正な管理に努め、将来に渡る維持管理に努める。 

・雨水貯留浸透機能を備え、または維持することが特に必要と認める施

設について、所有者の同意を得た上で指定雨水貯留浸透施設として指

定する。 

朝来市 ・公共施設の改修時等に対策内容を検討する。 

神河町 ・公共施設の新築、改築時には貯留施設や浸透施設の整備に努める。 

市川町 ・公共施設の新築、改築時には貯留施設や浸透施設の整備に努める。 

福崎町 

・校庭に雨水貯留機能を付与し、集中豪雨等における内水に対応するこ

とを検討する。 

・町道福崎駅田原線および千束新町線の歩道部において、透水性舗装を

実施する。また、大貫山田線は今後、実施を検討する。 

姫路市 
・これまでに設置した貯留施設を継続して管理し、貯留浸透容量の確保

に努める。 

高砂市 
・公共施設の新築や改築時には貯留施設や浸透施設の整備の推進を継続

して実施し、貯留浸透容量の確保に努める。 

太子町 
・公共施設の駐車場の緑化ブロック舗装整備を進め保水性の向上に努め

る。 
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（2）庁舎、病院、体育館その他大規模な建物又は工作物 

庁舎、病院、体育館その他の大規模施設は、比較的、人が集まる場所に立地し、

また、その規模の大きさから、貯留による流出抑制効果が期待できる。 

これら施設は、住民等が利用していることから、計画地域内の市町等と連携し

て、雨水貯留浸透機能の必要性や安全性の確保も含めた利用上の影響について、

住民の理解と協力を得て流域対策を推進する。 

 

① 雨水貯留浸透機能の備え 

庁舎、病院、体育館その他の大規模な建物又は工作物の所有者等は、その敷地

又は地下に雨水を貯留する設備を設置する等により、雨水浸透貯留機能の向上に

努める。 

県及び市町は、自らが管理する庁舎等の公共施設等を利用した貯留施設の整備

に努める。 

また、雨水貯留浸透施設の整備者と施設管理者が異なる場合は、管理協定を締

結する等により適正な管理に努め、将来に渡る維持管理に努める。 

 

 

雨水貯留浸透（各種施設の駐車場等） 

 

② 施設の指定 

県は、その施設の規模や浸水被害の発生状況、推進協議会の協議内容等から、

雨水貯留浸透機能が特に必要と認める土地を、所有者等の同意を得た上で、指定

雨水貯留浸透施設に指定（条例第 22 条）する。 

県及び市町は、公共施設の新築、改築時には、敷地、地下に雨水を貯留する設

備の設置に努め、「指定雨水貯留浸透施設」として指定することを原則とする。 

指定雨水貯留浸透施設の所有者等は、雨水貯留浸透機能を維持する。 

 

③ 維持管理 

雨水貯留浸透機能を現に有する、または、新たに備えた建物の所有者等は、そ

の雨水貯留浸透機能の維持管理に努める。 

  

出典：雨水貯留浸透技術協会パンフレット
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■計画地域でのこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁舎、病院、体育館その他大規模な建物又は工作物での雨水貯留浸透に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

県 

・自らが管理する庁舎等の公共施設を利用した貯留施設の整備に努める。 

・当該貯留施設の整備者と施設管理者とが管理協定を締結する等により適正

な管理に努め、将来に渡る維持管理に努める。 

・雨水貯留浸透機能を備え、または維持することが特に必要と認める施設に

ついて、所有者の同意を得た上で指定雨水貯留浸透施設として指定する。 

・県営住宅の建替に際して、駐車場での雨水一時貯留等の雨水流出抑制対策

を検討する。 

朝来市 ・公共施設の改修時に対策内容を検討する。 

神河町 ・公共施設を整備する際や大規模施設の改修時に対策内容を検討する。 

市川町 ・公共施設の新築・改築時には貯留施設や浸透施設の整備に努める。 

福崎町 
・大規模施設の改修時に公共施設への雨水貯留タンクの設置等の対策内容に

ついて検討する。 

姫路市 ・公共施設等の新築、改築時に貯留施設の整備を検討する。 

高砂市 
・公共施設の新築、改築時には貯留施設の整備を継続して実施し、貯留容量

の確保に努める。 

太子町 ・大規模施設の改修時に対策内容を今後検討する。 

中播磨県民センター 

太子町役場(左：雨水貯留槽、右：緑化ブロック駐車場) 

県営住宅(姫路御国野・御着住宅)の駐車場貯留 
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（3）ため池 

ため池は、農業用水の確保を目的として造られた施設であるが、大雨時にはた

め池流域からの流出量が一時的に抑制されることから、雨水貯留機能も備えてい

る。 

このため、ため池の有する雨水貯留機能を保全することが重要であるとともに、

洪水吐や取水施設の改良等により、雨水貯留機能のさらなる向上が期待される。 

 

① ため池の雨水貯留機能の向上 

ため池下流域の土地利用の変化等により、農業上の利水容量に余裕があり、た

め池管理者の同意を得られる場合には、洪水吐の切り下げ改良等、ため池の雨水

貯留機能の向上に努める。 

また、老朽化したため池は、決壊による災害の発生が懸念されることから、緊

急性の高いものから順次、改修整備を進めているが、改修にあたっては、流出抑

制機能のある洪水吐の整備を行う等、雨水貯留機能の向上に努める。 

県及び市町は、これらため池改良にあたって、雨水貯留機能を備える技術的な

助言・指導を行う。 
 

 

○農業用水容量の治水転用 

 

 

 

 

 

ため池の雨水貯留機能向上の例 

 

② 施設の指定 

県は、ため池下流域の浸水被害の発生状況やため池の規模、推進協議会の協議

内容等から、貯水量を減じる等の適切な措置を行うことが計画地域における流域

対策に特に必要と認める施設について、管理者の同意を得た上で、指定貯水施設

として指定（条例第 27 条）する。 

指定貯水施設の管理者は、その機能維持と適切な管理を行う。 

  

利水容量

利水容量の治水転用

▽現況満水位→洪水調節水位

堤防
治水容量▽変更後満水位

洪水吐の 

切り下げ 
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③ 維持管理 

ため池は健全に保守管理されることで、有効な貯留機能を有するため、雨水貯

留浸透機能を現に有する、または、新たに備えたため池の管理者は、日常点検や

維持管理など適切なため池の管理に努め、その雨水貯留浸透機能の維持に努める。 

一方、県及び市町はこれに対して技術的な助言・指導を行うとともに、漏水等

により危険な状態にあるため池については、ため池等整備事業等による施設改修

を支援する。 

また、一部地域においては農家の高齢化等によりため池の維持管理が困難とな

っていることから、農家、非農家にかかわらず、県、市町及び県民が一体となっ

て地域ぐるみで保全活動に努める。 

 ため池排水施設、堤防の点検、維持管理を行う。 

 用・排水路の円滑な流下が確保できるよう堆積土砂除去、除草等の日常管

理に努める。 

 

■計画地域でのこれまでの取組 

ため池等が有する多面的機能の発揮の促進に必要な事項について定めた「ため

池の保全等に関する条例」が平成 27 年 3 月に制定され、圏域内では令和 5 年度ま

でに約 140 箇所のため池が指定を受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例に指定されているため池数と容量の累計 

姫路市ため池整備例(新池) 兵庫県ため池整備例(ジャク池) 
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ため池での雨水貯留に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

県 

・流域内ではため池の改修に併せて、洪水吐の一部切り下げや事前放流施設

の整備を進める。 

・雨水貯留浸透機能を備え、または維持することが特に必要と認める施設に

ついて、所有者の同意を得た上で指定雨水貯留浸透施設として指定。 

・ため池下流域の浸水被害の発生状況やため池の規模、推進協議会の協議内

容等から、貯水量を減じる等の適切な措置を行うことが計画地域における

流域対策に特に必要と認める施設について、管理者の同意を得た上で、指

定貯水施設として指定する。 

朝来市 ・該当ため池なし 

神河町 
・大雨が予想される台風等の接近前にため池管理者に対してあらかじめ水位

を下げるように依頼する。 

市川町 

・ため池改良にあたって、雨水貯留機能を備える技術的な助言・指導を行

う。 

・水利施設管理強化事業（特別型）を活用した事前放流を推進する。 

・ため池管理者によりため池の適切管理を依頼している。 

福崎町 

・ため池管理者が日頃からため池の事前放流について認識してもらうよう、

文書を発送し啓蒙する。 

・ため池管理者が実施する日常点検と維持管理に対して技術的な助言・指導

を行う。 

・水利施設管理強化事業（特別型）を活用した事前放流を推進する。 

・対象外のため池については町単独補助事業として推進する。 

・施設改修は堤体の補修工事に合わせて対応する。 

・廃止したため池を調整池に転用する。 

姫路市 

・改修するため池について「雨水貯留機能を高めるため池整備指針」による

整備を実施する。 

・引き続き、水利施設管理強化事業（特別型）を活用した事前放流を推進す

る。 

高砂市 

・大雨が予想される台風等の接近前にため池管理者に対してあらかじめ水位

を下げるように依頼する。 

・非かんがい期は水位を下げるようため池管理者に依頼し、雨水貯留機能を

確保する。 

太子町 

・ため池改良にあたって、雨水貯留機能を備える技術的助言・指導を行う。 

・定期にため池管理者と点検を行い、維持管理に対して技術的な助言、指導

を行っている。 

・大雨が予想される時は、ため池管理者に対して事前に貯水位を下げるよう

指示している。 
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（4）水田 

水田は、大雨や台風の時に降った雨を貯めることにより、一度に流れ出るのを

防ぎ、徐々に下流に流すことによって洪水を防止・軽減し、地先の安全度を高め

るとともに、下流への流出も抑制し、都市や農村を守っている。それらの機能を

維持するとともに、さらに高めていくことが期待される。 

計画地域内の水田は、河川沿いに広がっており、その面積も大きいことからそ

の貯留による流出抑制効果は重要と考える。 

 

① 水田貯留による雨水貯留機能の向上 

水田貯留はできる限り多くの水田で取り組むことが効果的であるため、集落毎

に水田貯留についての意見交換等を踏まえ、課題解決に向けた取組等の検討を行

い、営農者等の理解と協力を得た上で取り組んでいく。 

県及び市町は、水田からの排水を雨水貯留用せき板によって調節するなど水田

貯留の取組を進めるため、多面的機能支払交付金の活動組織等に対して積極的な

普及啓発に努めるとともに、取組に当たっての技術的な助言・指導を行う。 

水田の所有者等は、営農に支障のない範囲で水田貯留に取り組むとともに、雨

水貯留浸透機能の維持を図る。 

 水田排水口へ雨水貯留用せき板を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

水田貯留の例（兵庫県市川町浅野区「田んぼダム」） 

 

② 施設の指定 

県は、水田の下流域の浸水被害の発生状況や水田の規模、推進協議会の協議内

容等から、雨水貯留浸透機能が特に必要と認める水田を、所有者等の同意を得た

上で、指定雨水貯留浸透施設として指定（条例第 22 条）する。 

指定雨水貯留浸透施設の所有者等は、雨水貯留浸透機能を維持する。 

 

③ 維持管理 

雨水貯留浸透機能を現に有する、または、新たに備えた水田の所有者等は、そ

の雨水貯留浸透機能の維持に努める。 

 水田排水施設、あぜの点検、維持管理を行う。 
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■計画地域でのこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水田での雨水貯留に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

県 

・雨水貯留浸透機能を備え、または維持することが特に必要と認める施

設について、所有者の同意を得た上で指定雨水貯留浸透施設として指

定する。 

朝来市 

・耕作放棄地調査、遊休農地利用状況調査を行い地元へ農地保全の啓

発、農事部長会での指導、農地の保全を図る。 

・農事部長会での指導を行う。 

・農地の保全を図ることにより雨水貯留浸透機能の維持を図る。 

神河町 
・田んぼダム雨水貯留用セキ板を希望する集落に配布し、多面的機能支

払広域活動組織において推進を図る。 

市川町 

・水田からの排水を雨水貯留用せき板によって調節するなど水田貯留の

取組を進めるため、営農組合組織や大規模農家等に対して積極的な普

及啓発に努める予定である。 

福崎町 
・雨水貯留用せき板により水田貯留の調節を図ることができるよう、普

及啓発を行う。 

姫路市 
・多面的機能支払交付金事業による「水田貯留」を実施する集落につい

て、助言・指導を行う。 

高砂市 ・地元の理解を得ながら、水田での雨水貯留に努める。 

太子町 
・田んぼダム雨水貯留用セキ板を希望する集落に配布し、農会長協議会

等において推進を図る。 

  

セキ板設置の様子（福崎町） 
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コラム：田んぼダムの効果 

出典：総合治水対策の取組実績と効果、平成 30 年 5 月、兵庫県総合治水課 
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（5）住宅、店舗その他の小規模な建物又は工作物 

各戸貯留は、屋根に降った雨水を貯留タンクに貯留する施設で、個々の施設は

小さいが、地域で取り組めば雨水の流出抑制効果を高める機能を発揮する。 

また、貯留した雨水を、樹木への散水や庭への打ち水等に利用することで、雨

水の有効活用を図り、良好な水循環型社会を創出するものである。治水と利水を

兼ね備えた効果が期待でき、節水による意識啓発が省資源・省エネルギーにも結

び付き、地球温暖化防止にも寄与する。 

 

① 雨水浸透貯留機能の備え 

県民は、雨水貯留タンク等による各戸貯留や浸透桝等の設置を推進する。あわ

せて、貯留施設については、雨水の流出抑制を図る上で効果的に機能を発現する

よう、大雨の前にタンクを空にする事前放流に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨水貯留浸透（各戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の雨水貯留浸透の取り組み（左：雨水貯留タンク、右：浸透管・浸透桝） 

  

敷地内に降った雨を
地下に浸透

※大雨の前に放流することが雨水の流出抑制を 

図る上で有効です。 
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② 県民の取組の支援 

雨水貯留の取組は、浸水被害軽減にかかる県民の意識を高めるだけでなく、環

境への関心を高め、ひいては地域の結びつきを強め、地域防災力を高めることか

ら、県及び市町は、県民に対し、雨水貯留についての普及啓発を図るとともに、

県民の取組を支援する。 

 

③ 維持管理 

雨水貯留浸透機能を現に有する、又は、新たに備えた施設の所有者等は、その

雨水貯留浸透機能を維持管理するよう努める。 

 

■計画地域でのこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

チラシ（高砂市） チラシ（姫路市） 



36 

 

各戸貯留での雨水貯留浸透に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

県 

・雨水貯留浸透機能を備え、または維持することが特に必要と認める施

設について、所有者の同意を得た上で指定雨水貯留浸透施設として指

定する。 

朝来市 － 

神河町 － 

市川町 － 

福崎町 － 

姫路市 
・今後も市内にお住まいの方や事業所の方を対象に、雨水貯留タンク助

成制度を実施していく予定である。 

高砂市 ・今後も各戸の雨水貯留タンク助成制度を実施していく予定である。 

太子町 ・各戸の雨水貯留タンク助成制度を実施していく。 
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5-3．利水ダムにおける雨水貯留容量の確保 

計画地域においてダムにおける利水容量の一部を一時的に雨水貯留に活用する

取り組みを推進する。下記ダムのうち、市川水系に設置されているダムについて

は、関係者間で締結した治水協定（令和 2年 8月 31 日）に基づき、洪水調節を実

施する。 

この事前放流により、洪水が予測される場合に利水容量の一部を事前放流し洪

水を一時的に貯留する容量を確保することができる。 

 

計画地域における利水容量を有するダム一覧 

水系 
ダムの 

名称 
河川 位置 目的 

洪水調節可能容量*1 

（万 m3） 

治水協定

の有無 

市川 

水系 

黒川ダム 市川 
朝来市生野町

黒川地先 
工水、水道、発電 

1,510 

(多々良木ダムとの合計) 
有 

生野ダム*2 市川 
朝来市生野町

竹原野地先 

洪水調整、工水、

水道、不特定用水 
241.8 有 

長谷ダム 犬見川 
神崎郡神河町

板尾地先 
発電 

826 

（2 ダムの合計） 

有 

太田ダム 太田川 
神崎郡神河町

上小田地先 
発電 有 

神谷ダム 神谷川 
姫路市豊富町

神谷地先 
水道 137 有 

※1：既存ダムの洪水調節容量及び利水容量のうち、洪水調節に利用可能な容量のこと。 

※2：生野ダムは、事前放流容量を記載。 
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貯水施設における雨水貯留容量の確保の取組事例（生野ダム） 

生野ダムでは、増水期に洪水が予想される場合には、あらかじめ貯水位を低下

させるとともに、特に台風等により比較的規模の大きな洪水が発生する可能性が

高い期間（8 月 10 日～10 月 31 日）中は、平常時においても貯水位を低下させて

洪水調節容量を拡大している。 

さらに、平成 23 年台風 12 号による豪雨時に、貯水池が満水になるおそれが生

じ建設後初めて異常洪水時ゲート操作を実施したことを踏まえ、ダムの洪水調節

効果をより発揮させ下流河川の水位上昇を抑制するため、平成 25 年 6 月より、計

画規模を超える洪水が予測される場合には、利水容量を放流することにより、さ

らなる洪水調節容量の拡大に取り組んでいる。 

 
 

 
 

【参考】生野ダムの洪水調節効果（H25.9.15～16 台風 18 号） 
 

生野ダムでは、平成 25 年 9 月の台風 18 号において、計画を超える降雨が予測

されたことから、あらかじめ利水容量を放流することにより貯水位を低下させて

洪水に備える「事前放流」を初めて実施した。これにより、あらかじめ貯水位を

1.1m低下させて洪水調節容量を約 80万 m3拡大増加させた上で、ダムにより約 170

万 m3を一時的に貯留して、洪水調節を行い、下流河川の水位を低減させた。 
 

【洪水時の下流河川の水位低減効果】 

水位 

観測所 

水位の状況 
摘要 ダムがなかった場合 

の想定水位 

実績水位 

（水位低減効果） 

寺前 2.71m 2.56m（15cm 低下） はん濫注意水位（2.70m）を回避 

福崎 4.92m 4.81m（11cm 低下）  

砥堀 5.27m 5.21m（ 6cm 低下）  

事前放流のイメージ 
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■計画地域でのこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利水ダムにおける雨水貯留容量の確保に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

県 
・令和 2 年 8 月に締結された治水協定に基づいて、浸水被害の防止・

軽減を目的とする事前放流を実施する。 

 

 

 

 

 
  

生野ダム 
(出典：「ひょうごのダム」パンフレット2) 

神谷ダム 
(出典：兵庫県企業庁より) 
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5-4．ポンプ施設との調整 

築堤河川に隣接した内水区域等では、河川の水位が上昇すると雨水を当該河川

へ自然に排水することができないため、下水道管理者等が人為的に雨水を排水す

るためのポンプ施設を設置して、当該区域の浸水被害を軽減している。 

しかしながら、現状では大部分のポンプ施設は、河川水位が上昇し、堤防が決

壊するおそれがある場合でも、排水が継続されることから、河川の水位上昇を助

長し、堤防が決壊する危険性を高めることが想定される。 

このため、排水する河川の増水状況に応じた適切な操作を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

排水ポンプの運転調整 
 

① 適切な操作 

ポンプ施設の管理者は、河川が増水し、堤防の決壊等が発生するおそれが生じ

ている場合には、当該河川への排水を停止する等のポンプ施設の適切な操作に努

める。 

 

② 施設の指定 

県は、ポンプ施設の規模や下流域の土地利用状況、推進協議会の協議内容等か

ら、計画地域における流域対策に特に必要と認めるポンプ施設を、所有者等の同

意を得た上で、指定ポンプ施設に指定（条例第 32 条）する。 

指定ポンプ施設の管理者は、適切な運転操作ができるよう操作規則等の「排水

計画」を策定し、排水計画に従って、適切な運転操作を図るとともに、適切な維

持管理を行う。なお、「排水計画」の策定にあたって、ポンプ施設管理者と河川管

理者が連携・協働して河川増水時における排水ポンプ施設の適切な操作ルールを

定める。 

 

③ 維持管理 

適切な運転調整が可能なよう、日常からの維持管理に努める。 
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5-5．遊水機能の維持 

現在の大規模な土木工事が行えなかった時代から、先人達は、住宅は高台に建

築したり、河川堤防は、連続堤防ではなく、霞堤 2)等を存置するなどして、河川

沿いの浸水しやすい農地等の土地に一時的に流水を滞留させる遊水機能を持たせ

ることにより、その地点や下流の洪水被害を軽減してきた。そのような土地にお

いて、盛土等が行われると遊水機能が減少し、住宅等が建築されると洪水時に甚

大な浸水被害が発生するので、連続堤防の整備等河川が整備されるまでの間には、

遊水機能を維持することが望ましい。 

このため、県、市町及び県民は、規模の小さい山間の農地・荒地の貯留・遊水

機能が発揮されるような地形については、その保全に努める。県及び市町は、河

川改修以外の事業の実施にあたっても、遊水機能が高いと考えられる土地に配慮

するとともに、民間の開発等についても、遊水機能が高いと考えられる土地及び

その機能について開発事業者等に十分な周知を図り、開発抑制を図る。 

 

 

霞堤の機能イメージ 

 

 

 

 

2)霞堤：堤防のある区間に開口部を設け、上流側の堤防と下流側の堤防が、部分的に重複するよう

にした不連続な堤防のことである。洪水時には開口部から水が逆流して堤内地に湛水し、下流に

流れる洪水の流量を減少させる。洪水が終わると、堤内地に湛水した水を開口部から排水する。

急流河川の治水方策としては、非常に合理的な機能といわれている。  

通常時 

洪水時 

洪水後 
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5-6．森林の整備及び保全 

計画地域の大部分は森林で覆われており、保全の行き届いた森林は、土砂流出

の抑制や斜面崩壊防止、保水力の向上に対して有効に機能する。同時に、水源涵

養機能、水質浄化機能や保水機能も有し、治水・利水・環境の面において非常に

重要な役割を果たす。 

一方、高齢化の進行により、森林管理が行き届かなくなるおそれがあるため、

関係機関、森林所有者、地域住民等と連携し、適正な森林管理に努める。 

 

■計画地域でのこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害に強い森づくりの取組事例 

整備区分 概要 

緊急防災

林整備 

 

(斜面対策) 

急傾斜地等のスギ・ヒノキの人工林を対象に、

森林の防災機能を高めるため、間伐材を利用し

た土留工を設置するとともに、スギやヒノキの

人工林が大半を占める危険渓流域内の森林を対

象に、間伐木を利用した土留工を設置する。 

(渓流対策) 

被災した渓流や、スギ・ヒノキ人工林が大半を占め、土石流や

流木災害が発生するおそれのある危険渓流域の森林を対象に、

流木災害の軽減を図るため、危険木の除去や災害緩衝林整備、

簡易流木止め施設の設置等の渓流沿いの整備を実施する。 

里山防災

林整備 

倒木や崩壊の危険性の高い集落裏山の森林を対象

に、山地災害防止機能等を高めるため、危険木伐

採等の森林整備や簡易防災施設の設置等実施す

る。 

針葉樹林

と広葉樹

林の混交

林整備 

樹種・林齢が異なる水土保全能力の高い森林

に誘導するため、大面積に広がる手入れ不足

のスギ・ヒノキの高齢人工林を部分伐採し、

その跡地にコナラ等の広葉樹を植栽する。 

神河町 市川町 
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コラム：災害に強い森づくり事業の整備効果 

出典：姫路農林水産振興事務所資料 

約 2 割減 

約 2 割減 
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森林の保全等に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

計画

地域

共通 

県 

・災害に強い森づくり：第 4 期対策（令和 3～7 年度）に基づき以下の項目

を取り組む 

①緊急防災林整備（流木・土石流災害が発生するおそれのある渓流域の森林

機能強化） 

②里山防災林整備（集落等裏山森林の防災機能強化） 

③針葉樹林と広葉樹林の混交林整備（高齢人工林の機能強化） 

④野生動物共生林整備（人と野生動物がすみ分けできる森林を育成） 

⑤住民参画型森林整備（地域住民による主体的な取組の推進） 

・関係機関、森林所有者、地域住民等と連携し、人工林の間伐等を進める。 

・保安林・林地開発許可制度を適切に運用し、無秩序な伐採・開発行為の規

制等に努める。 

市町

共通 
・「災害に強い森づくり」を推進する。 

朝来市 
・朝来市森林ビジョンに基づき、手入れ不足森林整備事業を実施し、間伐整

備を進めることで森林がもつ多面的な機能の確保に努める。 

神河町 

・間伐等の森林整備への補助制度を継続する。 

・所有者不明となり未管理になる森林を防ぐ等の目的から、寄附申出があっ

て、要件を満たし審査会で可と判断された森林について寄附を受入れる。 

・町内順次行っている、山奥や急傾斜地などの非経済林の間伐・土留工を継

続する。 

市川町 

・危険木伐採や間伐に対する補助制度により森林整備を進める。 

・山林部の地籍調査事業が終了した地区から順次森林経営計画を樹立して森

林整備を推進する。 

・林道整備や町道沿いの危険木伐採等を行う。 

福崎町 

・危険木除去と間伐をはじめとした森林整備に対する補助制度により推進す

る。意向調査を進め、令和６年度以降、とりまとめができた地区から順次

人工林の間伐を推進する。 

姫路市 

・間伐や治山事業（落石対策）など、森林の整備・保全を行う。 

・森林経営計画の作成が困難な箇所や林業経営に適さない箇所等の条件不利

地での間伐や民家周辺等における森林整備を中心に実施する。 

高砂市 － 

太子町 ・危険木除去など、森林の整備・保全を行う。 
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5-7．（参考）山地防災・土砂災害対策 

平成 21 年 8 月災害では、山腹崩壊等による土石・流木の流出が下流部における

被害を増大させた。一方、治山ダム・砂防えん堤設置箇所では土砂・流木が捕捉

され、治山・砂防施設には被害を大幅に軽減する効果があることが再確認された。

また、緊急防災林整備では、間伐木土留工等の設置による土砂等の流出抑止効果

があることも確認された。 

このように山地防災・土砂災害対策は、山地や森林を保全することにより、保

水力を維持し、土砂流出による下流河川の流下能力低下を防止する効果もあるた

め、総合治水対策と平行して取り組みを進めていく。 

第 1次から第 3次までの「山地防災・土砂災害対策計画」(H21～R2)では、治山

ダム・砂防えん堤の重点整備と災害に強い森づくりを総合的に推進してきた。気

候変動に伴う豪雨の増加に伴い、土砂災害も激甚化、頻発化していることから、

国の「防災・減災、国土強靭化のための 5 か年加速化対策（R3～7）」も活用し、

「第４次山地防災・土砂災害対策５箇年計画」(R3～7)により事業推進を図る。 
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6．減災対策 

6-1．浸水が想定される区域の指定 

県及び市町は、県管理河川について、大雨によって氾濫した場合に、浸水が想

定される「区域」と「水深」を公表するとともに、県民への周知に努める。また、

現地に浸水深を表示する方法についても検討していく。 

県は、浸水想定区域図を関係市町に通知し、市町はハザードマップの作成・周

知を行う。 

 

■計画地域でのこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市川水系洪水浸水想定区域図 想定最大規模（県） 
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浸水が想定される区域の指定に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

計画

地域 

共通 

県 

・水位周知河川等（県管理河川全体）の想定し得る最大規模の降雨での

浸水想定区域図を順次作成し、周知する。 

・CG ハザードマップ等のより一層の利活用を図り、住民が被害にあわな

いために必要な知識の啓発に努める。 

市町 

共通 

・想定し得る最大規模の降雨での浸水想定区域図を対象としたハザード

マップのさらなる周知に努める。 

朝来市 -(平成 29 年度ハザードマップ作成済) 

神河町 ・地区防災計画の策定の推進を行い地域防災力の向上を図る。 

市川町 ・浸水想定区域図を更新する。 

福崎町 ・内水ハザードマップの作成を推進する。 

姫路市 -(平成 29 年度内水ハザードマップ作成済) 

高砂市 
・出前講座、ハザードマップ、広報、ホームページ等を利用した周知を

継続する。 

太子町 ・内水ハザードマップの作成を推進する。 
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（1）浸水想定区域図の作成 

県は、全ての県管理河川の浸水想定区域図を作成することとしており、すでに

作成済の浸水想定区域図についても、河川整備基本方針の見直しや洪水調節施設

の整備、土地利用の大規模な変更など必要と認められる場合には適宜見直しを行

う。また、平成 27 年 7 月の水防法改正に伴い、平成 30 年度から令和 2 年度にか

けて、水位周知河川及び、洪水予報河川、その他の県管理河川について想定し得

る最大規模の降雨での浸水想定区域図を作成済みであり、市町に提供している。 

また、浸水想定区域図を「兵庫県 CG ハザードマップ 2.03）（自然災害対策情報

ポータルサイト）」に掲載し、県民への周知に努める。さらに、想定し得る最大規

模の降雨における浸水想定区域図についても、CG ハザードマップに追加し、充実

を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県ホームページによる浸水想定区域図の周知 

出典：兵庫県ホームページ内 

3)兵庫県 CG ハザードマップ：県民の防災意識の向上を図り、災害時に県民がより的確に行動できる

ことを目指して、風水害（洪水、土砂災害、津波、高潮）の危険度（浸水エリア、危険箇所等）

や避難に必要な情報等を記載した「CG ハザードマップ」を作成し、平成 17 年 8 月から県のホー

ムページで公開している。  

兵庫県 HP 内の CG ハザードマップ 2.0 トップページ 

 

兵庫県のホームページ（トップ

ページ）の「災害関連情報内の

CG ハザードマップ」をクリック

すると左図が表示されます。 

左図①をクリックすると 

【CG ハザードマップ】が表示 

 身の周りの危険箇所が地図

で見られます。 

① 

浸水想定区域図 
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（2）ハザードマップの作成・配布 

市町は、県から提供された「浸水想定区域図」をもとに、これに避難所の位置

等の防災情報を記載した「ハザードマップ」を作成・配布するとともに最新の情

報を反映し、縮尺等工夫するなど分かりやすいマップ作りに努める。県は、CG ハ

ザードマップの充実・周知に取り組む。 

また、市町は想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図に基づいてハザード

マップを更新しており、周知に努める。 

 

（3）災害を伝える～まるごと・まちごとハザードマップ 

市町は、過去の災害を忘れないために、実績浸水深を公共施設等に明示するこ

とに努めるとともに、浸水実績がない、あるいは不明の場合には想定浸水深を表

示することに努め、現地において浸水時の状況をイメージするための一助とする。 

また、県及び市町は、想定し得る最大規模の洪水を対象とした浸水区域も踏ま

えた地先での実績浸水深や避難所の案内表示等についても今後検討していく。 

 

     

 

     

 

出典：国土交通省近畿地方整備局豊岡河川国道事務所  

 

 

    

 

実績浸水深表示板 S51 災害・赤穂市役所 実績浸水深表示板 H21 災害・佐用町上月庁舎 

実績浸水深表示板 城崎総合地所 避難所案内表示板 小坂小学校前交差点 
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6-2．県民の情報の把握 

行政の｢知らせる努力｣と、地域住民の｢知る努力｣が相乗して、はじめて提供す

る情報が生きることになることから、県民は、県や市町から発信される防災情報

を収集し、水害リスクに対する認識の向上に努める。 

 

6-3．浸水による被害の発生に係る情報の伝達 

県及び市町は、県民の避難の助けとなる情報を迅速かつ確実に提供できるよう

情報提供に努める。 

市町は、水防計画への反映やフェニックス防災システムの増設等、提供された

情報の効果的・効率的な活用方法を検討する。 

県民は、情報を把握するとともに、他者への伝達により、自らそれぞれの安全

の確保に努める。 

加えて、平成 28 年台風第 10 号の小本川（岩手県岩泉町）の水害を踏まえ、

県では、市町が住民避難に関する情報（避難準備情報、避難勧告、避難指示等）

を適切なタイミングで発信できるよう、その判断に資する情報を提供するホット

ライン 4)を構築しており、毎年出水期前に開催している水防連絡会を活用して連

絡体制を確認する。 

また、県、市町は、大規模水災害時に各主体が迅速かつ的確に対応できるよう、

何をするかを時間軸に沿って整理した避難勧告発令型のタイムライン 5)を策定し

ており、毎年出水期前に開催している水防伝達演習等を活用してタイムラインの

検証に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)“ホットライン”とは洪水時において、河川管理者が市町長等へ直接河川情報を伝達する手段の

ことを言い、市町長が避難勧告等の発令を判断するための支援として、有効な取組である。 

また、期待される効果として、平常時より、ホットラインの実施体制や提供情報等を事前に調

整することにより、限られた時間の中で、的確な情報提供が可能となる。さらに、急激な水位上

昇が想定される中小河川においても、市町長の気づきを促し、確実な避難行動に結びつけること

で人的被害の発生を防ぐことができる。 

 

5)防災行動計画“タイムライン”とは、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に発

生する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災

行動とその実施主体を時系列で整理した計画である。 
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（1）雨量・水位情報および河川監視画像 

県は、県民が洪水時における避難のタイミングの的確な判断や早期警戒避難の

支援を目的として、雨量や河川水位のリアルタイム観測情報や河川監視カメラに

よる画像を県のホームページ「兵庫県 CG ハザードマップ 2.0(自然災害対策情報

ポータルサイト)」等を活用して発信する。 

なお、河川監視カメラは、洪水により甚大な被害が予想される箇所など水防上

重要な箇所、本川・主な支川の上流部等に設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏域内に設置されている水位や河川監視カメラ等の発信 

出典：川の防災情報 

 

兵庫県 HP 内の CG ハザードマップ リアルタイム情報 

① 

兵庫県のCGハザードマップ（ト

ップページ）の「リアルタイム

情報」をクリックすると左図が

表示されます。 
 

左図①をクリックすると 

【川の防災情報】が表示 

 県内各地の雨量・水位および

河川監視画像が見られます。 

 

情報を知りたい地域を選び、 

マップ上の ボタンを押すと水位、 

マップ上の ボタンを押すと河川

監視画像が現れます。 

川の状況（水位） 

川の状況（河川監視画像） 

出典：兵庫県ホームページ内 
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計画地域内の雨量・水位観測所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ホームページ 川の防災情報 

種別 ⽔系名 河川名 観測所名 所在地
⾬量 市川 市川 ⿊川 兵庫県朝来市⽣野町⿊川
⾬量 市川 市川 ⽣野ダム 兵庫県朝来市⽣野町⽵原野
⾬量 市川 市川 神崎 兵庫県神崎郡神河町東柏尾
⾬量 市川 市川 福崎 兵庫県神崎郡福崎町⻄⽥原
⾬量 市川 市川 姫路 兵庫県姫路市北条町
⾬量 市川 市川 砥堀 兵庫県姫路市砥堀
⾬量 市川 市川 ⼩室 兵庫県神崎郡市川町⼩室
⾬量 市川 越知川 越智 兵庫県神崎郡神河町越知
⾬量 市川 越知川 上越智 兵庫県神崎郡神河町越知
⾬量 市川 栃原川 栃原 兵庫県朝来市⽣野町栃原
⾬量 市川 ⽝⾒川 ⾜尾 兵庫県神崎郡神河町⻑⾕
⾬量 市川 ⼩⽥原川 ⼤河内 兵庫県神崎郡神河町上⼩⽥
⾬量 市川 岡部川 下⽜尾 兵庫県神崎郡市川町下⽜尾
⾬量 天川 天川 天川 兵庫県⾼砂市春⽇野町
⾬量 ⼤津茂川 ⼤津茂川 勝原 兵庫県姫路市勝原区下太⽥
⾬量 ⼤津茂川 ⼤津茂川 伊勢 兵庫県姫路市林⽥町下伊勢
⾬量 夢前川 夢前川 下⼿野 兵庫県姫路市東夢前台
⾬量 夢前川 夢前川 夢前 兵庫県姫路市夢前町前之庄
⾬量 夢前川 夢前川 坂根 兵庫県姫路市夢前町⼭之内
⾬量 夢前川 菅⽣川 菅⽣澗 兵庫県姫路市夢前町菅⽣澗
⾬量 夢前川 菅⽣川 莇野 兵庫県姫路市夢前町莇野
⾬量 夢前川 菅⽣川 菅⽣ダム 兵庫県姫路市夢前町莇野
⾬量 近畿その他 その他 別所（道路） 兵庫県姫路市別所町別所
⾬量 夢前川 その他 姫路(気象) 兵庫県姫路市神⼦岡前
⾬量 近畿その他 その他 家島(気象) 兵庫県姫路市家島町真浦字御室寺
⾬量 市川 その他 福崎(気象) 兵庫県神崎郡福崎町福崎新
⾬量 市川 その他 ⽣野(気象) 兵庫県朝来市⽣野町⼝銀⾕
⽔位 市川 市川 寺前 兵庫県神崎郡神河町鍛冶
⽔位 市川 市川 福崎 兵庫県神崎郡福崎町⻄⽥原
⽔位 市川 市川 砥堀 兵庫県姫路市砥堀
⽔位 市川 市川 ⿂ヶ滝 兵庫県朝来市⽣野町上⽣野
⽔位 市川 市川 寺前 兵庫県神崎郡神河町鍛冶
⽔位 市川 市川 福崎 兵庫県神崎郡福崎町⻄⽥原
⽔位 市川 市川 ⻑⾕（県） 兵庫県神崎郡神河町栗
⽔位 市川 市川 植⽊ 兵庫県姫路市飾磨区阿成植⽊
⽔位 市川 越知川 神崎 兵庫県神崎郡神河町東柏尾
⽔位 夢前川 夢前川 古知之庄 兵庫県姫路市夢前町古知之庄
⽔位 夢前川 夢前川 書写 兵庫県姫路市書写
⽔位 夢前川 夢前川 下⼿野 兵庫県姫路市東夢前台
⽔位 夢前川 菅⽣川 護持 兵庫県姫路市夢前町護持
⽔位 夢前川 菅⽣川 実法寺 兵庫県姫路市実法寺町
⽔位 夢前川 菅⽣川 ⼭中 兵庫県姫路市夢前町莇野
⽔位 天川 天川 ⽜⾕ 兵庫県⾼砂市春⽇野町
⽔位 天川 天川 天川 兵庫県姫路市御国野町御着 
⽔位 ⼤津茂川 ⼤津茂川 勝原 兵庫県姫路市勝原区下太⽥
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計画地域内の河川監視画像(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：川の防災情報 
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計画地域内の河川監視画像(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：川の防災情報 
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計画地域内の河川監視画像(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：川の防災情報 
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計画地域内の河川監視画像(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：川の防災情報 
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計画地域内の河川監視画像カメラ位置図 
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（2）洪水予報 

県は、市川水系（河口～砥堀）について平成 22 年 9 月「洪水予報河川」に指

定し、県と気象台が共同して「洪水予報」を発表している。洪水予報には、はん

濫注意情報、はん濫警戒情報、はん濫危険情報、はん濫発生情報の 4 つがあり、

これらの情報を市町へ伝達し水防活動等に利用するほか、市町や報道機関を通じ

て地域住民の方々へ伝達している。 

洪水予報を実施する河川・区間 

河川名 区域 基準地点 発表者 

市川 

左岸 兵庫県姫路市砥堀字林ノ谷 

1400 番の 22 地先から海まで 

 

右岸 兵庫県姫路市砥堀字荒砂 

839 番地先から海まで 

 

※1） 

 

 

砥堀観測所 
 

 

 

※2） 

 

兵庫県 

中播磨県民センター 

神戸地方気象台 

※1）具体的には、姫路市を流れる市川の生野橋から河口までの区間になります。 

※2）砥堀観測所の水位予測を基にして、洪水予報を発表します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川洪水予報の予報区間・基準点  

基準点 

（生野橋 

砥堀観測所） 
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（3）河川氾濫予測システム 

県は、市町が県民に対して実施する避難指示等を的確に判断するために必要な

情報提供の一環として、河川水位の予測、氾濫予測を実施し、その結果を「フェ

ニックス防災システム 6）」を通じて市町等の防災関係機関に提供している。 

｢氾濫予測｣は、気象庁の降雨予測データをもとに洪水の危険度を判定するもの

である。具体には、気象庁から提供される実況降雨及び予測降雨データ(6 時間先

までの予測降雨)から、氾濫の恐れがある市町、河川を切迫状況（氾濫発生の予測

時刻）によって色分けして表示する。これにより、避難指示等を発令する範囲や

タイミングをある程度特定することが可能になる等、市町の避難判断を支援する。 

今後も、データを蓄積するとともに予測精度の向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)フェニックス防災システム：阪神･淡路大震災の教訓を踏まえて整備されたもので、地震災害だけ

でなく、あらゆる災害に迅速に対応できる総合的な防災情報システムで災害情報や気象・水象観

測情報の収集・提供、洪水等の予測情報を防災関係機関に提供し、迅速で的確な初動対応を支援

するものである。県の関係機関をはじめ、市町、消防機関、警察、自衛隊、ライフライン事業者

等に防災端末を設置して、関係機関との連携を強化するとともに、情報の共有化を図っている。 

氾濫の恐れがある市町を表示 

拡大 

地
点
を
ク
リ
ッ
ク 

氾濫の恐れがある河川を表示 

予測水位を表示 

（6 時間先まで） 

予測水位 

観測水位 

現在時刻 

10 分雨量 

累加雨量 

凡例 

（氾濫発生の予測時刻による色分け） 

拡大 
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（4）道路アンダーパス部の浸水情報 

道路アンダーパス部は、地形的に雨水が集中しやすい構造となっていることか

ら、通常の場合にはポンプ設備等により集まった雨水を外部に排出している。し

かし、近年多発する異常豪雨など想定を超える大雨に際しては、ポンプ等では排

水しきれずに道路アンダーパス部が冠水し、車両が水没する事故が相次いでいる。

このような事故を防止するため、道路アンダーパス部に冠水情報板等の設置を推

進する。 

県では、冠水事故防止対策として、下記の取組を行っている。 

 

 冠水情報板の設置 

 冠水対策用表示板（注意喚起看

板・水深表示板・地名表示板）

の設置 

 道路冠水情報システムの構築 7） 

 冠水情報板の高輝度 LED 式化 

 エアー遮断機の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)道路冠水情報システムポンプ排水等の強制排水が必要な箇所において、冠水情報板の情報を緊急

対応業者、地元警察、消防署へ自動電話音声により伝達するシステム。  

字幕式 
冠水情報板 

高輝度 LED 式 
冠水情報板 

冠水情報板の設置  

冠水対策用表示板の設置 
（水深表示板・地名表示板） 

冠水情報板の高輝度 LED 式化 

地名表示板 

水深表示板 

通行止め基準
水深表示板 

エアー遮断機の設置 
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アンダーパス(国道・県道・市道・町道)設置個所一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：近畿道路冠水危険個所マップ（国土交通省 近畿地方整備局 道路部 道路管理課） 

  

路線名
上部交差
物件名

住所 道路管理者
警報・
情報板

国道312号 JR⼭陽本線 姫路市御国野町御着187地先
姫路⼟⽊事務所
（道路第２課）

設置

県道417号
(⼀)広畑⻘⼭線

JR⼭陽本線 姫路市広畑区北河原町81地先
姫路⼟⽊事務所
（道路第２課）

設置

県道516号
(⼀)姫路環状線

JR⼭陽本線 姫路市飾磨区⼭崎台80地先
姫路⼟⽊事務所
（道路第２課）

設置

県道39号
(主)⼀宮⽣野線

JR播但線 神河町栗120-2
姫路⼟⽊事務所
（福崎事業所）

設置

市道幹第68号線 JR⼭陽本線 姫路市別所町 姫路市 設置
市道別所24号線 JR⼭陽本線 姫路市別所町 姫路市 設置
市道別所86号線 JR⼭陽本線 姫路市別所町 姫路市 設置

市道幹第46号線
JR⼭陽本線
⼭陽新幹線

姫路市市之郷〜阿保 姫路市 設置

市道幹第22号線 ⼭陽電鉄 姫路市東延末2〜延末1 姫路市 設置

市道幹第52号線
名古⼭・薬師⼭

トンネル
姫路市岩端町 姫路市 -

市道⽩⿃130号線 JR姫新線 姫路市⻄夢前台2 姫路市 設置
市道⽩⿃135号線 国道2号 姫路市⻄夢前台2〜3 姫路市 設置
市道⾼岡102号線 JR姫新線 姫路市東夢前台2〜3 姫路市 設置
市道⾼岡104号線 国道2号 姫路市東夢前台3 姫路市 設置
市道幹第3号線 ⼭陽電鉄 姫路市久保町 姫路市 -

市道網⼲238号線
（⾃・歩道）

⼭陽電鉄 姫路市網⼲区垣内中町 姫路市 設置

市道置塩134号線
中国⾃動⾞道
三⽊宍粟線

姫路市夢前町前之庄 姫路市 設置

町道⼤貫⼭⽥線 中国⾃動⾞道 神崎郡福崎町⼤貫
福崎町

（まちづくり課）
-

市道⽳原線 JR播但線 朝来市⽣野町真⼸字⽳原 575番地5 朝来市 -
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（5）「ひょうご防災ネット 8)」による情報発信 

県及び市町は、携帯電話等のメール機能を利用した「ひょうご防災ネット」に

より、気象情報等の緊急情報や避難情報等を登録している県民に直接配信する。

今後、登録者数のさらなる増加を目指して県民や自主防災組織等に登録を働きか

けていく。 

 

 

ひょうご防災ネットの主な機能 

 

 

 

 

 
 

8)ひょうご防災ネット：ラジオ関西が構築した携帯ホームページネットワークで、携帯電話のメー

ル機能を利用して、気象警報や河川情報、避難情報、災害情報等の緊急情報を登録者に直接配信

するシステム。（PC 版 URL：http://bosai.net/regist/）  
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市町ごとにも避難情報等のメールを配信するシステムが構築されており、空メ

ールを送信し、返信されるメールに記載された URL にアクセスすると登録が完了

となる。 

 

各市町版防災ネット 

市町名 名称 登録方法 備考 

朝来市 
あさご安全 

安心ネット 

asago@bosai.net へ空メールを送信し、返信メール

の URL にアクセス 
 

神河町 
防災ネット 

かみかわ 

kamikawa@bosai.net へ空メールを送信し、返信メー

ルの URL にアクセス 
 

市川町 
いちかわ 

安心ネット 

ichikawa@bosai.net へ空メールを送信し、返信メー

ルの URL にアクセス 
 

福崎町 
ふくさき 

防災ネット 

fukusaki@bosai.net へ空メールを送信し、返信メー

ルの URL にアクセス 
 

姫路市 
ひめじ 

防災ネット 

himeji@bosai.net へ空メールを送信し、返信メール

の URL にアクセス 
 

高砂市 
たかさご 

防災アラート 

「たかさご防災アラート」のチラシや高砂市のホー

ムページに掲載されている QR コード等からアプリを

インストール 

 

太子町 
たいし安全 

安心ネット 

taishi@bosai.net へ空メールを送信し、返信メール

の URL にアクセス 
 

 

（6）ワンコイン浸水センサ 

浸水に関する情報を早期に検知することができるワンコイン浸水センサの実証

実験が国土交通省で進められており、導入に向けて検討を進める。県内では加古

川市や朝来市(円山川圏域)で検討されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ワンコイン浸水センサ設置状況(朝来市の事例) 

平常時 出水時 

センサが出水を

検知 
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（7）DX を活用した河川モニタリングの導入 

前述した洪水予報や氾濫予測システムに使用する解析モデルの精度向上を図る

方策として、DX を活用して流量観測を高度化する取組が国土交通省等で一級河川

姫川等において実施されている。県では、この取組に注視するとともに、技術の

導入についても検討する。 

流量観測技術の高度化の一例として、画像処理型流速測定法を示す。この手法

により、従来から実施されている浮子観測の課題である観測時の安全性向上や安

定したデータ取得が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立研究開発法人土木研究所ホームページ 

 

浮子観測による流量観測の課題 

浮子が真っ直ぐに流下しな
いと、流速を計測できない 

作業員の安全を確保
する必要がある 

画像処理型流速測定法のイメージ図      CCTV カメラの一例 

CCTV カメラ 

CCTV カメラの撮影範囲
において河川水の表面
流速を計測 

CCTV カメラ 
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浸水による被害の発生に係る情報伝達に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

計画

地域 

共通 

県 

・洪水時の水位予測等を市町へ配信し、水防活動や避難勧告等の発令の

支援を図る。 

・継続して信頼性を高めていく必要のある予測であるため、実績洪水等

を踏まえ、予測の精度向上に取り組む。 

・今後も正確な配信に努める。 

・水防連絡会を活用した避難態勢を確認する。 

・水防伝達演習等を利用したタイムラインを検証する。 

・DX を活用した流量観測技術の導入について検討する。 

市町 

共通 

・水防連絡会を活用した避難態勢を確認する。 

・水防伝達演習等を利用したタイムラインを検証する。 

朝来市 

・「あさご安全安心ネット」の加入促進に努める。 

・SNS 等、広報媒体の多様化を図る。 

・国土交通省が行う「ワンコイン浸水センサ実証実験」にモデル地区と

して取り組み、浸水情報の発信を行い、被害軽減への可能性を検証す

る。検証結果により、本格的な導入を検討する。 

神河町 

・従来に加え、24 年度設置の量水標の水位報告を消防団より受け、きめ

細かな把握に努める。 

・防災無線（スピーカー）による迅速な情報の伝達に努める。 

・「防災ネットかみかわ」の加入促進に努める。 

市川町 
・「いちかわ安心ネット」の普及に努める。 

・新たな情報伝達手段（SNS など）の検討を行う。 

福崎町 
・継続して、的確な発令に努めていく。 

・「ふくさき防災ネット」の加入促進に努める。 

姫路市 

・「ひめじ防災ネット」の普及に努める。 

・防災行政無線や SNS 等、広報媒体の多様化を図る。 

・出前講座等による住民周知及び水防意識の高揚を図る。 

高砂市 

・広報媒体の多様化を図る。 

・日常生活に関する情報や防災情報を提供する高砂市独自のアプリ「た

かさご防災アラート」の普及に努める。 

太子町 
・「たいし安全安心ネット」の普及に努める。 

・防災行政無線や LINE 等の SNS での情報の発信に努める。 
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6-4．浸水による被害の軽減に関する学習 

県民は、災害時に的確な避難ができるよう、防災リーダーの育成や防災マップ

の作成等により、浸水被害対策の重要性を認識し、自主防災組織 9)等の活性化を

図るなど、「自助」「共助」の取組を進めるとともに、県及び市町はこれを支援す

る。 

また、県は小学校の防災教育等に活用できる総合治水を題材とした映像ソフト

を制作し、小学校へ提供する。 

 

（1）自主防災組織の結成推進や活性化 

計画地域の自主防災組織の結成推進や活性化に取り組む。 

県及び市町は、自然災害が発生した場合、地域の自主防災組織の一員として、

防災活動に積極的に取り組む地域防災の担い手を育成するため、防災研修を実施

する（ひょうご防災リーダー講座、防災に関する出前講座等）。 

県は、地域防災力向上のため、自主防災組織等が主体となり実施する事業や、

地域と学校が連携して実施する防災訓練等の取組を支援する（ひょうご安全の日

推進事業助成制度、ひょうご防災特別推進員）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)自主防災組織：災害対策基本法第 5条 2 において規定されている、地域住民による任意の防災組

織である。自分、家族、隣人、自分たちの町を自らが守るという住民の隣保協同の精神に基づく

自発的な防災組織である。  

ひょうご安全の日 

推進事業助成制度 
ひょうご防災 

特別推進員 
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■計画地域でのこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災リーダーの育成に関する取組一覧 

実施主体 今後の取組 

県 
・今後も継続的に「ひょうご防災リーダー講座」およびその修了者を対

象とした「防災リーダーフォローアップ講座」を実施する。 

朝来市 

・自主防災組織に対し、ひょうご防災リーダー講座への積極的な参加を

呼びかける。 

・防災士で構成している「朝来防災の会」の活動支援を継続的に実施す

る。 

神河町 
・自主防災組織に対し、ひょうご防災リーダー講座への積極的な参加を

呼びかける。 

市川町 
・自主防災組織に対し、ひょうご防災リーダー講座への積極的な参加を

呼びかけ、参加者への支援を実施する。 

福崎町 
・自主防災組織に対し、ひょうご防災リーダー講座への積極的な参加を

呼びかける。 

姫路市 

・自主防災組織の災害対応の手引書を作成する。 

・自主防災組織リーダー研修を実施する。 

・防災に関するアドバイザーを育成するための「ひめじ防災マイスター

認定制度」を実施する。 

高砂市 

・各自主防災組織の代表には、ひょうご防災リーダー講座の受講を促進

する。 

・市防災訓練参加や出前講座を実施する。 

太子町 
・防災リーダーが町防災訓練で自主防災組織へ指導や町主催の防災講演

会等への参加を促進する。 

 

自主防災組織リーダー研修の
開催状況(姫路市) 
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（2）防災マップの活用等 

市町は、地区毎の防災マップを作成の上、地域住民が安全に避難できるよう作

成した防災マップの普及・活用に努める。 

また、想定し得る最大規模の降雨での浸水想定区域の防災マップへの反映を引

き続き推進する。 

県民は、過去の災害情報、避難経路、避難経路上の危険箇所、必要な防災対応

などを地域住民自らの手で地図に記載する「手づくりハザードマップ」の作成に

努める。水害リスクの認識の向上に努めるとともに、自主防災組織等の活性化を

図る。また、手づくりハザードマップの作成に際しては、防災リーダーが中心的

な役割を担い、必要に応じて防災に経験豊富な NPO 法人等の支援を得る。 

県及び市町は、住民の防災意識の向上やより安全な避難路の周知徹底など大き

な役割を担う手作りハザードマップづくりが各地区で広がるよう、また各家庭で

できる様々な防災対策の認知が広がるよう研修会の開催等により支援していく。 
 

■計画地域でのこれまでの取組 

防災マップ作成地区数 

市町名 防災マップ作成地区数 手作りハザードマップへの取り組み状況 

朝来市 全 7 地区中 7 地区で作成 未作成 

神河町 全 40 地区中 40 地区で作成 全ての地区で作成済 

市川町 全 26 地区中 26 地区で作成 未作成 

福崎町 全 33 地区中 16 地区で作成 未作成 

姫路市 全 72 地区中 70 地区で作成 

平成 24 年度から 5 年で 70 地区作成済。 

平成 24 年度：10 地区、平成 25 年度：19 地区、

平成 26 年度：18 地区、平成 27 年度：14 地区、

平成 29 年度：9 地区。 

高砂市 
全 8 地区中 8 地区で作成 

(連合自治会) 
自主防災会 3 地区で作成 

太子町 全 66 地区中 66 地区で作成 未作成 

出典：各市町のアンケート回答結果にもとづく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 防災マップの作成支援に対する取り組み 

（高砂市） 

防災マップの作成支援に対する取り組み 

(高砂市) 
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防災マップの作成・支援に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

県 

・想定し得る最大規模の降雨を対象とした、手作りハザードマップ、まる

ごとまちごとハザードマップ等の取組について実施を検討する。 

・浸水シミュレーションから得られる浸水深に加えて流速も考慮したリス

ク情報の提供について、国の動向を注視する。 

朝来市 
・自主防災組織による各地区独自の防災マップの作成を促進するために、

補助事業や出前講座を継続的に実施する。 

神河町 

・全戸配布したマップの有効利用のため、区長会等でマップの活用方法を

継続して説明する。 

・ホームページで公開し周知を図る。 

市川町 
・町の作成したハザードマップを基に地区独自の手作りハザードマップを

作成し、訓練等での活用方策について検討する。 

福崎町 
・今後、自主防災組織による各地区独自の防災マップの作成を促進する。 

・防災マップの作成を促進する。 

姫路市 ・出前講座や防災訓練等での活用を検討する。 

高砂市 ・出前講座での地域防災マップの充実に努める。 

太子町 ・出前講座や防災訓練等で防災マップを周知する。 

手作りハザードマップの事例 
(神河町) 手作りハザードマップの事例 

(高砂市) 
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浸水シミュレーションによる建物の流出・倒壊・水没リスク 

浸水シミュレーションによる流速ベクトル図 

コラム：流速を考慮した避難計画の検討の可能性 

国土交通省のプロジェクトチームである PLATEAU(プラトー)では、3D 都市モデ

ルを用いた詳細な浸水シミュレーションの実施により、メッシュごとに時系列

の浸水深や流速を可視化することで避難時のリスクを把握することが可能とな

り、より効率的な避難計画を検討できる可能性が示された。 

出典：PLATEAU ホームページ 
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出典：家庭で役立つ防災、国土交通省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム：家庭で実施できる防災 

出典：家庭で役立つ防災、国土交通省 
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6-5．浸水による被害の軽減のための体制の整備 

浸水による被害を軽減するためには、水防団等による水防活動の充実や住民の

円滑な避難行動が重要であることから、市町は、これらの体制の整備として、「水

防活動への支援」及び、わかりやすい避難所の表示や避難時に地区内で住民同士

が助け合う「円滑な避難体制の整備」も行う。さらに、各市町だけでの復旧が困

難な大規模水害に備えた幅広い連携体制として、救援活動等に対する国、県、他

市町、民間事業者との「協定締結に関する取り組み」に努める。 

県は、迅速な水防活動や避難勧告等の発令を支援するため、河川水位の予測等

の情報を「フェニックス防災システム」により市町や消防機関等に提供する。 

 

（1）水防活動等への支援 

市町は、洪水時には各市町が定める水防計画に基づき、水防活動を行うことと

なるが、少子高齢化や過疎化により水防体制の弱体化が懸念されることから、災

害モニター制度の活用等により情報収集に努めるとともに、河川やため池等の巡

視、点検等が、迅速に行えるような体制づくりに努める必要がある。このため、

水防活動や自主防災組織等への支援に関する取り組みを推進する。 

また、県および市町は、大規模な氾濫に対して、より広域的・効率的に水防活

動が実施できるよう、関係者の協力内容等について検討を行う。 

計画地域の消防団数及び団体人数 

市町名 団体数 団体人数 

朝来市 4 分団   92 人 

神河町 7 分団 27 部  483 人 

市川町 26 分団  400 人 

福崎町 1 団 32 分団  632 人 

姫路市 8 団 72 分団 2817 人 

高砂市 7 分団  617 人 

太子町 48 分団  400 人 

（令和 6 年 9 月時点） 

 

■計画地域でのこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 救助等に使用する防災資機材を設置 

（姫路市） 

消防団水防訓練の実施 

（福崎町） 
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水防活動等への支援に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

計画

地域 

共通 

県 
・大規模な氾濫に対して、より広域的・効率的に水防活動が実施できる

よう、関係者の協力内容等について検討を行う。 

市町 

共通 

・大規模な氾濫に対して、より広域的・効率的に水防活動が実施できる

よう、関係者の協力内容等について検討を行う。 

朝来市 ・自主防災会等が独自で行う防災訓練等の支援を積極的に行う。 

神河町 ・現在の取組を継続しつつ、新たに有効な訓練等を模索・実践する。 

市川町 

・自主防災組織等で行われる防災訓練等の自主的な活動を積極的に支援

する。 

・河川やため池等の巡視、点検等が、迅速に行えるような体制づくりを

行う。 

福崎町 
・地域防災訓練時に消費期限前の防災備蓄物資の提供を行う等、積極的

に支援を実施する。 

姫路市 

・自主防災会の行う防災活動を支援するため 52 種のメニューから、申

請により、資機材を交付する。 

・「姫路市浸水危険箇所連絡会議」を継続して設置する。 

高砂市 
・自主防災組織等で行われる防災訓練等の自主的な活動を積極的に支援

する。 

太子町 
・地域の防災訓練時に町職員や消防職員による活動面での指導を継続実

施していく。 
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（2）円滑な避難体制の整備 

市町は、計画地域が超高齢社会 10)であることや豪雨時や夜間といった状況下で

の避難も考慮し、避難所への避難経路の設定に際しては、危険箇所を避けて設定

し、災害時にも避難経路がわかりやすい案内板等の設置に努める。さらに、一律

に指定避難所へ避難するのではなく、想定される浸水深や避難時の状況等に応じ

て、垂直避難（建物の上層階への避難等）の方法についても検討する。 

また、市町は、災害時要援護者台帳の整備等により、要援護者の把握に努め、

水害発生時に災害時要援護者が円滑に避難できるよう、地区内で住民同士が助け

合う取り組みの推進に努める。 

さらに、市町は、想定し得る最大規模のハザードマップ等の水害リスク情報等

を踏まえた広域的な避難場所および避難経路について検討するとともに、要配慮

者利用施設における避難確保訓練および避難訓練の実施を検討する。 

県は、それらの活動をサポートするために、国管理河川等における先行事例を

市町に周知するなど、技術的な支援を実施する。 
 

計画地域の関係市町における 65 歳以上の割合 

市町名 
65 歳以上の割合（％） 

（2020 年度） 

朝来市 35.7 

神河町 38.2 

市川町 37.3 

福崎町 28.1 

姫路市 26.8 

高砂市 29.2 

太子町 27.0 

（令和 2年国勢調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)超高齢社会：高齢化率（65 歳以上の人口が総人口に占める割合）が 21%を超える社会をいう。 
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■計画地域でのこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

命のパスポート(表面) 

（姫路市） 
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円滑な避難体制の整備に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

計画

地域 

共通 

県 
・県は、国管理河川等における先行事例を市町に周知するなど、技術的な支援

を実施する。 

市町 

共通 

・水害リスク情報等を踏まえた広域的な避難場所および避難経路について検

討するとともに、要配慮者利用施設における避難確保訓練および避難訓練

の実施を検討する。 

朝来市 

・一斉避難訓練を実施する。 

・水害発生時に災害時要援護者が円滑に避難できるよう、地区内で住民同士

が助け合う取組の推進に努める。 

神河町 

・集落単位の、防災講演受講や防災訓練の手助けを実施する。 

・文書「災害に対する心得」を配布する。 

・集落防災点検時に、重要水防区域と避難所へのルートを相互確認している。 

・30 箇所に設置した量水標を活用する。 

・11 箇所に設置した広域避難所看板を活用する。 

・40 集落ごとに、行政と地区役員で避難経路の危険箇所等の防災点検を実施

する。（ハザードマップの見直しに反映予定） 

・避難支援必要者の名簿を整備し、避難行動要支援者の情報管理及び関係者

への情報提供を行う。 

市川町 
・避難行動要支援者名簿の更新、避難行動要支援者に対する個別避難計画の

作成と支援体制の確立を実施する。 

福崎町 ・要援護者名簿等の更新を継続的に実施する。 

姫路市 

・市民に避難方法を周知する。 

・姫路市版携帯・災害避難カード「命のパスポート」の活用を促進する。 

・「災害時要援護者地域支援協議会」に対して「災害時要援護者台帳」の更新

作業の委託を行う。 

高砂市 

・水害発生時に災害時要援護者が円滑に避難できるよう、地区内で住民同士

が助け合う取組の推進に努める。 

・市内の避難所に設置した看板や公共施設・電柱に（100 箇所）設置した海抜

表示板の維持管理を行う。 

・電柱の巻付広告を利用した「公共電柱広告」として、防災表示の設置を継続

する。 

・車両被害を軽減させるため、車両一時避難場所を設けている。 

太子町 
・要援護者システムを活用し水害時等、迅速に避難出来るよう各自治会に情

報提供する。 
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（3）協定締結に関する取組 

大規模水害時には、各市町だけでの発災直後の対応・復旧は困難であり、国、

県、他市町ほか、民間事業者等にも応援要請を行うことが必要となる。このため、

市町は災害時の応援要請が迅速かつ円滑に行えるよう、平時から応援協定の締結

や民間事業者等との幅広い連携体制のさらなる構築に努める。 

 

民間事業者との協定締結に関する取組一覧 

実施主体 これまでの取組 

県 
・兵庫県測量設計業協会や兵庫県建設業協会等と災害時における応急対

策業務に関する協定を結んでいる。 

朝来市 

・市内建設業協会との災害時応急対策業務に関する協定を結んでいる。 

・民間業者との災害時における食糧、生活必需品の供給に関する協定を

結んでいる。 

神河町 

・町内郵便局との災害時相互協力協定を結んでいる。 

・町内建設業協会との応急対策業務協定を結んでいる。 

・民間事業者との飲料用水等の提供に関する協定を結んでいる。 

市川町 

・町内建設業協会との応急対策業務協定を結んでいる。 

・民間業者との災害時における食糧、生活必需品の確保に関する協定を

結んでいる。 

福崎町 

・『災害時における食糧、物資の供給に関する協定』を民間業者と締結

しており、災害時により速やかにより円滑に物資を供給できるように

している。 

姫路市 

・（一社）兵庫県建設業協会姫路支部、（一社）全国クレーン建設業協

会兵庫支部、兵庫県解体工事業協会、（一社）兵庫県測量設計業協会

支部等と災害時における応急対策業務等に関する協定を締結してい

る。 

・地域防災の貢献に意欲のある事業所を、『姫路市地域防災貢献事業

所』として登録・公表し、平常時から従業員や地域住民の防災意識の

啓発を図るとともに、災害が発生した時には事業所の持つ能力を重要

な防災力として活用することにより、地域防災力の向上を図ってい

る。 

高砂市 
・民間事業者等と協定を締結し、官民一体となった地域防災力の向上に

努めている。 

太子町 
・避難所の提供及び情報掲載、物資の供給等の協定を締結し、円滑な避

難、救援、啓開活動に備えている。 

  



78 

6-6．訓練の実施 

県及び市町や防災関係機関、ライフライン関係機関で構成する「水防連絡会」

を毎年、増水期前に開催し、重要水防箇所の見直し等に関する情報の共有を図る。 

県及び市町は、大規模洪水時（堤防破堤やゲリラ豪雨による内水浸水等）を想

定した実践的な演習を行うとともに、県民や防災関係機関と連携して水防訓練を

実施する。 

県民は、水防訓練等に積極的に参加する。 

 

■計画地域でのこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

防災訓練の実施（神河町） 防災訓練の実施（太子町） 
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訓練の実施に関する取組一覧 

対象 今後の取組 

県 

・今後も継続して実施し連携強化に努める。 

・大規模災害を想定した演習を地域住民とともに開催し、発災時の円滑

な避難・救援・警戒活動に備える。 

朝来市 
・一斉避難訓練を実施している。 

・各地区で防災訓練が実施されている。 

神河町 
・自主防が実施する総合防災訓練に参加する。 

・県や近隣地域の訓練・講演に参加する。 

市川町 
・自主防災組織ごとに防災訓練を実施している。 

・2 年に 1 度、水防訓練を実施している。 

福崎町 
・町の地域づくり事業を活用した防災訓練を実施する。 

・2 年に 1 度、水防訓練を実施している。 

姫路市 

・各消防署単位で、各地区水防訓練を実施する。 

・自主防災組織における防災訓練実施を促進する。 

・水防上危険が予想される箇所における合同現地踏査を実施する。 

高砂市 
・訓練への多くの住民参加と、地域主催の地域防災訓練の実施を促進す

る。 

太子町 
・今後も継続して毎年 10 月に防災訓練（発災対応型）を実施し、危機

管理意識の向上と地域主催の地域防災訓練の実施を促進する。 
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6-7．建物等の耐水機能 

県民は、敷地の地形の状況や市町が配布するハザードマップ等を確認し、自ら

が所有する建物等に浸水が見込まれる場合は、「建物等の耐水機能に係る指針」（平

成 24 年 5 月,兵庫県）に基づき、敷地の嵩上げや遮水壁の設置、電気設備の高所

配置等、耐水機能を備えることに努める。 

県及び市町は、地域防災計画に定める防災拠点施設や避難所・ポンプ施設等に

浸水が見込まれる場合は、耐水対策の必要性を検討し、実施する。 

また、県は、浸水機能を備えることが計画地域における減災対策に特に必要と

認め、所有者等の同意を得られた建物等を指定耐水施設に指定（条例第 45 条）

し、建物所有者は耐水機能を備え、維持するよう努める。 

 

 
耐水機能の主な例 

 

■計画地域でのこれまでの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市役所新庁舎を盛土嵩上げ 

（高砂市） 

電気設備を庁舎屋上へ設置 

（市川町） 
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建物等の耐水機能を備えるための取組一覧 

対象 今後の取組 

県 
・減災対策に特に必要と認める建物等を所有者等の同意を得た上で、指

定耐水施設として指定する。 

朝来市 
・防災拠点となる公共施設では、電気設備を高所に設置する。 

・公共施設の改修時等に対策内容を検討する。 

神河町 
・公共施設の新設、改修等を行う際は、耐水機能の対策内容を検討す

る。 

市川町 ・公共施設の新築・改築時には、電気設備を高所に設置する。 

福崎町 ・防災拠点となる公共施設では、電気設備を高所に設置している。 

姫路市 
・公共施設の新設、改修等を行う際は、耐水機能の対策内容を検討す

る。 

高砂市 
・防災拠点となる公共施設では、電気設備を高所に設置する。 

・各施設更新時に、担当部局と協議を行い検討する方針とする。 

太子町 ・公共施設の改修時等に対策内容を検討する。 
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6-8．浸水による被害からの早期の生活の再建 

阪神・淡路大震災の経験と教訓から創設された共済制度である「フェニックス

共済」は、被災後の住宅及び家財の再建を支援する仕組みであり、特に住宅再建

共済は県全体の加入率が 9.4％（令和 6 年 3 月現在）に対し、計画地域の市町の

加入率は近年、平成 16 年、平成 21 年と災害が重なり、地域住民の災害に対する

意識が高いこともあり、10.3％(計画地域市町の平均)と県全体より高い。 

今後も、県民は、水害からの早期復旧を図るため「フェニックス共済」等の加

入に努め、県及び市町は加入促進に努める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計画対象流域外の加入者も含んだ戸数 

 

 

 

 

 

 

 

  

市町 加入率（％） 

朝来市※ 12.1 

神河町※ 25.7 

市川町※ 19.6 

福崎町※ 15.5 

姫路市※  8.5 

高砂市※ 13.7 

太子町※ 16.0 

合計 

（3 市 4 町） 
10.3 

全 県  9.4 

フェニックス共済パンフレット 

フェニックス共済加入状況（令和 6 年 3 月現在） 
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7．環境の保全と創造への配慮 

河川対策を実施する際には、「ひょうご・人と自然の川づくり」の基本理念や基

本方針に基づき、「ひょうごの川・自然環境調査 11）」の結果を踏まえて河川整備を

行うものとする。すなわち、“安全ですこやかな川づくり”、“流域の個性や水文化

と一体となった川づくり”、“水辺の魅力と快適さを生かした川づくり”という基

本理念のもと、生態系、水文化・景観、親水にも配慮した河川整備を実施する。 

加えて、県が「生物多様性基本法」に基づき、平成 21 年 3 月に策定した「生物

多様性ひょうご戦略」を踏まえて、河川整備に際しては多様な生物の生活環境等

に与える影響を可能な限り回避･低減または代替できる環境保全措置を講じ、生物

多様性の保全に配慮した川づくりに取り組む。 

また、森林や水田・ため池等を対象とした流域対策を実施する際にも、これら

の自然環境、生物環境、景観等に配慮した事業を行う。 

 

7-1．河川環境に配慮した河道改修や連続性の確保 

中播磨流域の河川においては、豊かな河畔林や河川特有の植生が多く生育して

おり、小動物や鳥類、魚類等の多様な生物の生息・生育・繁殖の場となっている。

そのため、河川整備における河床掘削や河道拡幅においては、生態系にとって重

要な河畔林や河川植生を保全するように努めるとともに、河道を改変する場合に

は、在来植生が生育していた表土の再利用や段階的な施工を行う等、河川、植生

が早期に回復するようにする。 

また、河川改修にあたっては、瀬や淵の保全再生を図るとともに、河川内の巨

石を可能な限り残す等、魚類等の生息に配慮する。さらに、魚類等の生息分布域

の拡大と河川の連続性を回復するために、関係機関と連携し、改善効果の高い横

断工作物から状況に応じて魚道の整備や構造物の改築等を順次行うとともに本川

とワンド・たまり 12）の連続性に配慮した河川整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)ひょうごの川・自然環境調査：生物にとって重要な環境要因と生物との対応関係を明らかに

し、人と自然が共生する川づくりを効果的に推進するための基礎情報として活用していくこと

を目的として、兵庫県が県下 14 水系を対象に、平成 14 年度から進めている調査。 

12)洪水時の澪筋が湾曲して残された箇所、水制などによる砂州の形成によって河川の通常の流れ

と分離した箇所などで、流速がきわめて小さい閉鎖的な水域をワンドという。また、本川とつ

ながっていない水域をたまりという。  
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7-2．参画と協働による川づくり 

県民の参画と協働による河川の維持や整備として川づくりを実践するため、観

察会等、河川愛護活動団体とのネットワークの強化を図ることで、河川愛護に向

けた県民意識の向上と河川環境の保全に取り組む。 

 

7-3．森林環境の保全 

森林は流出抑制機能や保水機能を有するだけでなく、生物多様性保全機能、地

球環境保全機能、物質生産機能、快適環境形成機能、保健・レクリエーション機

能、文化機能等の多面的機能を有する。流域対策としての森林の整備や保全を推

進することにより、これらの多面的機能を有する森林環境を保全する。 

 

7-4．水田・ため池環境の保全 

計画地域の水田やため池については、化学肥料や農薬の使用を制限した環境創

造型農業の普及が進められているほか、ほ場整備やため池改修にあたっては、生

態系や景観等、環境との調和への配慮が義務づけられている。また、ため池につ

いては、クリーンキャンペーン等を通じて管理者や地域住民による環境保全活動

が行われている。 

流域対策を実施する際にはこれらの取り組みも踏まえ、水田・ため池の自然環

境や景観保全に配慮する。 
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8．総合治水を推進するにあたって必要な事項 

8-1．県民相互の連携 

県民は、地域やグループでの勉強会の開催、各戸貯留への取組等、総合治水や

環境保全等に関わる自主的な活動を推進するよう努める。県は、総合治水等に関

する取組が推進されるよう、各団体や市町と連携し、活動の援助に努める。 

 

8-2．関係者相互の連携 

土地の利用に関する計画、河川等の整備、公共下水道の整備等については、中

播磨(市川流域圏)地域総合治水推進協議会の場等を活用して連携を図る。 

土地の利用に関する計画に当たっては、当該土地の河川の整備状況、災害発生

のおそれの有無、水源の涵養の必要性等を踏まえて策定するものとする。 

 

8-3．財源の確保 

総合治水は県・市町・県民が協働して推進するものであり、雨水貯留浸透等の

取組は、施設管理者が自らの負担で実施、維持管理することを基本としている。 

県及び市町は、自らが所有する施設について、率先して雨水貯留施設等の整備

に取り組むとともに、補助金等、有利な財源の確保に努める。 

また、県及び市町は、市町や県民の取組を促進するための財政的支援等につい

て、ニーズや整備効果を踏まえ、検討を進める。 

 

8-4．計画の見直し 

中播磨（市川流域圏）地域総合治水推進協議会は、本計画策定後も存続し、県、

市町及び県民は、推進協議会において、計画の進捗状況を把握の上協議し、県は

推進協議会での協議を踏まえて推進計画を適宜見直す。 

 

 

 

 


